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(57)【要約】
本発明の実施形態は、限られた接続を有する、または接
続を有しないデバイスに対してネットワークサービスを
強化する、新規のソリューションを説明する。実施形態
は、エンドユーザまたは事業者によって展開される、ネ
ットワークを意識したノードを含む。該ノードは、ネッ
トワークによって構成され、強化されたカバレッジ、強
化されたスループット、強化されたバッテリ寿命、およ
びセル境界体験の緩和などを実現する。実施形態では、
これらの利益を、ユーザ機器（例えば、隣接するユーザ
機器）の指定されたセット、または指定されないセット
に提供する。このサービス拡張端末は、アイドルであり
、かつ自主提供されている、あるいは割り当てられてい
る利用可能なユーザ機器であることが可能である。また
は限られたユーザインターフェースを有し、強化された
カバレッジ、強化されたスループット、強化されたバッ
テリ寿命、およびセル境界体験の緩和などを実行するた
めに設計された専用のノードであることもできる。した
がって、実施形態は、低費用の、柔軟性のある展開、お
よびモビリティを提供して、その結果、境界のないサー
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信リンクを介してクライアントデバイスと通信するように動作可能なデバイス
であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと、
　前記プロセッサに結合された論理ユニットと、
　前記プロセッサに結合された送信機および受信機とを備え、
前記受信機は、前記デバイスが前記クライアントデバイスに近接して配置されている場合
、基地局を発信元とする前記クライアントデバイスのためのデータを受信するように構成
され、前記第１の通信リンクの信号強度は、前記クライアントデバイスと前記基地局の間
の第２の通信リンクの信号強度より高く、
前記送信機は、前記基地局によって生成された制御信号を前記クライアントデバイスに送
信するように構成され、さらに前記送信機および前記受信機は、前記クライアントデバイ
スおよび前記基地局との間でデータを送受信することによって前記クライアントに対する
ワイヤレスサービス接続を拡張するようにさらに構成されることを特徴とするデバイス。
【請求項２】
　前記論理ユニットは、前記クライアントデバイスと別のデバイスの間で、前記クライア
ントデバイスと前記別のデバイスの間で前記基地局との通信を提供するように選択するた
めに構成され、前記デバイスと前記クライアントデバイスはともにモバイルデバイスであ
ることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記論理ユニットは、前記クライアントデバイスと前記基地局の間の通信を提供する前
記送信機および前記受信機を自主提供するように構成されることを特徴とする請求項１に
記載のデバイス。
【請求項４】
　前記論理ユニットは、前記クライアントデバイスと前記基地局の間の通信を提供する前
記送信機および前記受信機を割り当てるためのネットワーク割当てを受け入れるように構
成されることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記プロセッサに結合されたモバイル電話ユニットをさらに備えることを特徴とする請
求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記基地局によって生成される制御信号は、前記基地局から前記クライアントデバイス
に直接に送信されることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記論理ユニットは、前記受信機および前記送信機に、前記クライアントデバイスに近
接していることに基づいて、前記クライアントデバイスに対するワイヤレスサービスを提
供させるように動作可能であることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　ネットワークサービスを強化するための方法であって、
　第１の伝送スキームを使用して通信デバイスにおいて基地局からクライアントデバイス
のためのデータを受信するステップであって、前記クライアントデバイスは、前記基地局
にサブスクライブされており、かつ前記通信デバイスは、アイドルであると決定されたワ
イヤレス電子デバイスであるステップと、
　第２の伝送スキームを使用して前記クライアントに送信するための前記データを処理す
るステップと、
　前記第２の伝送スキームに基づいて前記クライアントに前記データを送信するステップ
であって、前記クライアントデバイスは、前記通信デバイスに対して近接して配置されて
おり、前記通信デバイスは、前記クライアントデバイス前記基地局にユーザプレーン情報
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だけを通信するように構成され、前記通信デバイスは、前記基地局によって提供されるそ
れを介して前記クライアントデバイスに強化されたワイヤレスカバレッジを提供するよう
に構成されるステップとを備えることを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記クライアントデバイスと前記通信デバイスの間の通信リンクの信号強度は、前記ク
ライアントデバイスと前記基地局の間の通信リンクの信号強度より高いことを特徴とする
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記通信デバイスは、ユーザ展開され、前記クライアントデバイスは、モバイルデバイ
スであることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記通信デバイスは、事業者展開されることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記通信デバイスは、前記クライアントデバイスに対するワイヤレスサービスを拡張す
るように構成されることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記通信デバイスは、前記クライアントデバイスに対するデータスループットを増加さ
せるように構成されることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記通信デバイスは、限られたワイヤレスカバレッジを有する区域にワイヤレスサービ
スを拡張するように構成されることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合され、通信ネットワークの構成要素、および複数の端末デバイス
と通信するために動作可能である送信機および受信機と、
　前記プロセッサに結合され、実行されると、モバイルデバイスに、
　前記複数の端末デバイスのうちの端末デバイスのサブセットを識別するステップであっ
て、前記サブセットの中の前記端末デバイスは、デバイスに近接して配置されており、前
記送信機および前記受信機は、前記通信ネットワーク内で、端末デバイスの前記サブセッ
トより高いレートでデータを送受信するステップと、
　前記モバイルデバイスと、端末デバイスの前記サブセットとを備える協力的グループを
形成するステップと、
　前記通信ネットワークと前記協力的グループの間で通信リンクを確立するステップとを
備える方法を実行させる命令を記憶しているメモリとを備えることを特徴とするモバイル
デバイス。
【請求項１６】
　前記通信ネットワーク内で弱いネットワーク信号強度を検出したことに応答して前記通
信ネットワークと前記協力的グループの間で前記通信リンクを確立するステップをさらに
備えることを特徴とする請求項１５に記載のモバイルデバイス。
【請求項１７】
　前記ネットワークと前記協力的グループの間で前記通信リンクを前記確立するステップ
は、端末デバイスの前記サブセットを管理する前記モバイルデバイスの割当てに応答する
ことを特徴とする請求項１６に記載のモバイルデバイス。
【請求項１８】
　前記ネットワークと前記協力的グループの間で前記通信リンクを前記確立するステップ
は、端末デバイスの前記サブセットを管理する前記モバイルデバイスを自主提供するステ
ップを備えることを特徴とする請求項１６に記載のモバイルデバイス。
【請求項１９】
　端末デバイスの前記サブセットは、前記モバイルデバイスによって代行される協力的ユ
ーザ機器グループであることを特徴とする請求項１５に記載のモバイルデバイス。
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【請求項２０】
　前記通信ネットワークは、前記協力的グループに送信される制御信号を生成することを
特徴とする請求項１５に記載のモバイルデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連する米国特許出願
　本出願は、参照により全体が本明細書に組み込まれている、２０１３年１２月５日を出
願日とする「ＤＵＭＭＹ　ＵＳＥＲ　ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ（ＤＵＥ）ＳＯＬＵＴＩＯＮ　
ＴＯ　ＵＢＩＱＵＩＴＯＵＳ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＩＮ　５Ｇ　ＮＥＴＷＯＲＫ」という名
称の米国特許仮出願第６１／９１２，３９６号明細書、整理番号ＨＷ－９１００３６７６
ＵＳ０１の利益および優先権を主張するものである。
【０００２】
　本発明の実施形態は、通信ネットワークに関し、詳細には、ワイヤレス通信ネットワー
クに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレスネットワーク使用およびモバイルデバイス使用が継続して増大する中で、ワ
イヤレスネットワークおよびモバイルデバイスにより多く頼ることが、より良好なカバレ
ッジ、およびより高いネットワークスループットの需要を推進している。スループットは
、ワイヤレスネットワークの信号強度およびカバレッジと関係する。このため、低い信号
強度を受信するデバイス（またはネットワークの端部に配置された、またはそのような端
部を越えて配置されたデバイス）は、しばしば、限られたネットワークサービスを体験す
る、またはネットワークサービスをまったく体験しない。従来、ネットワークカバレッジ
は、より多くの基地局を追加することによって拡張される。しかし、より多くの基地局を
追加することは、資本支出の点でも、運用支出の点でも高くつく。カバレッジソリューシ
ョンとして基地局を単に追加することには他の問題も存在する。例えば、基地局を追加す
ることは、展開するのに時間がかかる。さらに、その投資に見合うだけ十分な数のエンド
ユーザが存在するまでは、基地局を追加することが経済的ではない可能性がある。また、
基地局は、会議、公共イベント、スポーツイベントなどの一時的使用のために展開される
のにも適さない。実際、今日のモバイルユーザは、絶えず移動しており、カバレッジは、
自動車を運転している際、列車に乗車している際、またはバスに乗車している際に問題で
ある。カバレッジに関連する別の問題は、ワイヤレス信号が、干渉のために、または物理
的な物体によって遮られているためにいくつかのスポットに届くほど十分に強くない可能
性があることである。
【発明の概要】
【０００４】
　この概要は、詳細な説明において後段でさらに説明される選定された概念を簡略化され
た形態で概説する。この概要は、主張される主題の重要な特徴、または不可欠な特徴を識
別することは意図しておらず、主張される主題の範囲を限定するのに使用されることも意
図していない。
【０００５】
　実施形態は、強化されたカバレッジ、強化されたスループット、強化されたバッテリ寿
命、およびセル境界体験の緩和を実現するようにネットワークによって構成された、エン
ドユーザまたは事業者によって展開されるネットワークを意識したノードを提供すること
を含む。この新規のノードは、アイドルであり、かつ自主提供されている、または割り当
てられている利用可能なユーザ機器であるノードであることが可能である。代替として、
この新規のノードは、専用のノードであってもよい。したがって、実施形態は、柔軟性の
ある展開、およびモビリティを提供し、その結果、「境界のない」サービス（例えば、５
Ｇネットワーク）を可能にする低費用のソリューションを提供することが可能である。
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【０００６】
　一般に、サービス強化デバイスに極めて近接している１または複数のデバイスに対する
サービスを強化するためのサービス強化デバイスが提供される。本発明の一実施形態にお
いて、標準のセル電話が、サービス強化デバイスとして機能するように使用される。サー
ビス強化デバイスは、クライアントデバイスを宛先として基地局を発信元とするデータを
受信するように構成される。強化されたカバレッジを提供するために、クライアントデバ
イスとサービス強化デバイスの間の通信リンクの信号強度は、クライアントデバイスと基
地局の間にある通信リンクの信号強度より高い。データを送信することに加えて、サービ
ス強化デバイスは、基地局によって生成された制御信号をクライアントデバイスに直接に
送信する。中継器およびブースタとは対照的に、サービス強化デバイスは、それ独自の制
御信号を生成はしない。
【０００７】
　より具体的には、本発明の一実施形態は、第１の通信リンクを介してクライアントデバ
イスと通信するように動作可能であるデバイスを対象とし、このデバイスは、プロセッサ
と、そのプロセッサに結合されたメモリと、そのプロセッサに結合された論理ユニットと
、そのプロセッサに結合された送信機および受信機とを備え、受信機は、デバイスがクラ
イアントデバイスに近接して配置されている場合、基地局を発信元とするクライアントデ
バイスのためのデータを受信するように構成され、第１の通信リンクの信号強度は、クラ
イアントデバイスと基地局の間の第２の通信リンクの信号強度より高く、送信機は、基地
局によって生成された制御信号をクライアントデバイスに送信するように構成され、さら
に送信機および受信機は、クライアントデバイスと基地局の間でデータを送受信すること
によってクライアントに対するワイヤレスサービス接続を拡張するようにさらに構成され
る。
【０００８】
　本発明の別の実施形態は、ネットワークサービスを強化するための方法を対象とし、こ
の方法は、第１の伝送スキームを使用して通信デバイスにおいて基地局からクライアント
デバイスのためのデータを受信するステップであって、そのクライアントデバイスは、そ
の基地局にサブスクライブされており、かつ前記通信デバイスは、アイドルであると決定
されたモバイル電子デバイスであるステップと、第２の伝送スキームを使用してクライア
ントに送信するためのデータを処理するステップと、第２の伝送スキームに基づいてクラ
イアントにそのデータを送信するステップであって、そのクライアントデバイスは、その
通信デバイスに対して近接して配置されており、かつその通信デバイスは、基地局と連携
してそのクライアントデバイスにデータを通信するように構成され、かつその通信デバイ
スは、基地局によって提供されるそれを介してクライアントデバイスに強化されたワイヤ
レスカバレッジを提供するように構成されるステップとを備える。
【０００９】
　本発明の別の実施形態は、プロセッサと、そのプロセッサに結合され、通信ネットワー
クの構成要素、および複数の端末デバイスと通信するために動作可能である送信機および
受信機と、そのプロセッサに結合され、実行されると、デバイスに、複数の端末デバイス
のうちの端末デバイスのサブセットを識別するステップであって、そのサブセットは、デ
バイスに近接して配置されており、送信機および受信機は、通信ネットワーク内で、端末
デバイスのそのサブセットより高いレートでデータを送受信するステップ、デバイスと、
端末デバイスのそのサブセットとを備える協力的グループを形成するステップ、および通
信ネットワークとその協力的グループの間で通信リンクを確立するステップを備える方法
を実行させる命令を記憶しているメモリとを備えるモバイルデバイスを対象とする。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　添付の図面は、本明細書に組み込まれ、本明細書の一部分を形成する。図面は、実施形
態を示す。説明と一緒になって、図面は、実施形態の原理を説明する役割をする。
【図１】様々な実施形態による例示的な動作環境を示す図である。
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【図２】本発明の実施形態による、エンドユーザによって展開されるサービスエンハンサ
の例示的なネットワーク支援されたセットアッププロセスを示す図である。
【図３】本発明の実施形態による、エンドユーザによって展開されるサービスエンハンサ
デバイスのネットワーク支援されたセットアップ中にネットワーク構成要素によって実行
される例示的なプロセスを示す図である。
【図４】本発明の実施形態による、エンドユーザによって展開されるサービスエンハンサ
デバイスの例示的なネットワーク独立のセットアッププロセスを示す図である。
【図５】本発明の実施形態による、エンドユーザによって展開されるサービスエンハンサ
デバイスのネットワーク独立のセットアップ中にネットワーク構成要素によって実行され
る例示的なプロセスを示す図である。
【図６】本発明の実施形態による、事業者によって展開されるサービスエンハンサデバイ
スの例示的なセットアッププロセスを示す図である。
【図７】本発明の実施形態による、事業者によって展開されるサービスエンハンサデバイ
スのセットアップ中にネットワーク構成要素によって実行される例示的なプロセスを示す
図である。
【図８】本発明の実施形態による、サービスエンハンサデバイスとして機能するように自
主提供されたデバイスの例示的なセットアッププロセスを示す図である。
【図９】本発明の実施形態による、サービスエンハンサデバイスとして機能するように自
主提供されたデバイスのセットアップ中にネットワーク構成要素によって実行される例示
的なプロセスを示す図である。
【図１０】本発明の実施形態による、サービスエンハンサデバイスとして機能するように
ネットワークによって割り当てられたデバイスの例示的なセットアッププロセスを示す図
である。
【図１１】本発明の実施形態による、サービスエンハンサデバイスとして機能するように
ネットワークによって割り当てられたデバイスのセットアップ中にネットワーク構成要素
によって実行される例示的なプロセスを示す図である。
【図１２】様々な実施形態による、ネットワーク支援されたサービスエンハンサ発見プロ
セスおよびオフロードプロセスに関連付けられた例示的な通信を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態による、ネットワーク独立のサービスエンハンサ発見プロセ
スおよびオフロードプロセスに関連付けられた例示的な通信を示す図である。
【図１４】本発明の実施形態による、ネットワーク支援されたサービスエンハンサ発見プ
ロセスおよびオフロードプロセスに関連付けられた例示的な通信を示す図である。
【図１５】本発明の実施形態による、ネットワーク独立のサービスエンハンサ発見プロセ
スおよびオフロードプロセスに関連付けられた例示的な通信を示す図である。
【図１６】本発明の実施形態による例示的なコンピュータシステムプラットフォームを示
すブロック図である。
【図１７】本発明の実施形態による別のコンピュータシステムプラットフォームを示すブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　次に、添付の図面に例が示される、主張される主題の好ましい実施形態が詳細に参照さ
れる。主張される主題は、好ましい実施形態に関連して説明されるが、それらの説明は、
これらの実施形態を限定することは意図していないことが理解されよう。それどころか、
主張される主題は、添付の特許請求の範囲によって規定される趣旨および範囲に含まれる
代替形態、変形形態、および均等形態を範囲に含むことを意図している。
【００１２】
　さらに、主張される主題の実施形態の以下の詳細な説明において、主張される主題の徹
底的な理解を提供するために多数の特定の詳細が示される。しかし、主張される主題は、
これらの特定の詳細なしに実施されることが当業者には認識されよう。他の場合において
、よく知られた方法、手順、構成要素、および回路は、主張される主題の態様を不必要に



(7) JP 2017-505006 A 2017.2.9

10

20

30

40

50

不明瞭にしないように詳細に説明されてはいない。
【００１３】
　以下の詳細な説明のいくつかの部分は、コンピュータメモリ上で実行されることが可能
なデータビットの操作の手順、ステップ、論理ブロック、処理、および他の記号表現の点
で提示される。これらの説明および表現は、データ処理分野の業者が、他の同業者に自ら
の作業の内容を最も効果的に伝えるのに使用される手段である。手順、コンピュータ生成
ステップ、論理ブロック、プロセスなどは、本明細書において、かつ一般にも、所望され
る結果につながるステップまたは命令の自己矛盾のないシーケンスであると考えられる。
通常、ただし、必然的にではなく、これらの量は、コンピュータシステムにおいて記憶さ
れること、転送されること、組み合わされること、比較されること、およびそれ以外で操
作されることが可能な電気信号または磁気信号の形態をとる。ときとして、主に一般的な
用法の理由で、これらの信号を、ビット、値、要素、記号、文字、項、数などと呼ぶこと
が便利であることが判明している。
【００１４】
　しかし、これらの用語、および類似する用語のすべては、適切な物理的量に関連付けら
れるべきであり、これらの量に適用された便利なラベルに過ぎないことに留意されたい。
そうでないことが特に明記されない限り、以下の説明から明白なとおり、この主張される
主題の全体にわたって、「記憶すること」、「作成すること」、「保護すること」、「受
信すること」、「暗号化すること」、「解読すること」、「処理すること」、「送信する
こと」、「決定すること」、「通信すること」、「識別すること」、「形成すること」、
「確立すること」、「割り当てること」などの用語を利用する説明は、コンピュータシス
テムのレジスタおよびメモリの内部の物理的（電子的）量として表現されたデータを操作
して、コンピュータシステムメモリもしくコンピュータシステムレジスタ、または他のそ
のような情報記憶デバイス、情報伝送デバイス、もしく情報ディスプレイデバイスの内部
の物理的量として同様に表現された他のデータに変換する、埋込みシステムを含む、コン
ピュータシステムもしくは集積回路、または類似した電子コンピューティングデバイスの
アクションおよびプロセスを指すことが理解されよう。
【００１５】
　本明細書で説明されるとおり、本発明の実施形態は、強化されたカバレッジ、強化され
たスループット、強化されたバッテリ寿命、およびセル境界体験の緩和を実現するように
通信ネットワークによって構成された、エンドユーザまたは事業者によって展開されるネ
ットワークを意識したノードを提供することを含む。セル境界体験は、ネットワークカバ
レッジにおけるデッドゾーンまたは「ほぼデッドゾーン」を含むことが可能である。実施
形態は、これらの問題のうちの少なくとも１つを改善することを目指す。１つの実装形態
によれば、端末またはデバイスは、アイドルであり、かつ自主提供されている、または割
り当てられている利用可能なユーザ機器であり、またはそれは、限られたユーザインター
フェースを有する専用のノードであることが可能である。したがって、実施形態は、低費
用の、柔軟性のある展開、およびモビリティを提供して、その結果、境界のないサービス
（例えば、５Ｇネットワーク）を可能にすることができる。
【００１６】
　本明細書で説明される実施形態は、必要性ベースの展開問題に対処し、その結果、他の
パフォーマンス強化アプローチに対する費用対効果の大きい代替を提供する。展開は、実
施形態が固定であっても、一時的であっても、ノマディックであっても、またはモバイル
であってもよいという点で柔軟性がある。例えば、実施形態は、他のデバイスの必要性に
基づいて展開されて、その結果、１）スループット、および２）ブラインドスポット（例
えば、カバレッジホール）およびホットスポット（例えば、多くのデバイスを有する区域
）におけるカバレッジの点で実質的なパフォーマンス利得を促進することが可能である。
いくつかの実施形態は、ユーザによって展開される低費用のデバイスを提供し、事業者ベ
ースのソリューションに対する費用対効果の大きい代替であることが可能である。例えば
、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、または他のモバイルコンピューティング
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デバイスが使用されることが可能である。対照的に、集中型無線アクセスネットワーク（
Ｃ－ＲＡＮ）、異種ネットワーク、および中継器などの事業者ベースのソリューションは
すべて、費用のかかる機器の永久的な設置（事業者またはサービスプロバイダによる）、
実質的なバックホール投資、および費用のかかる継続的な監視およびサービスを要求する
。
【００１７】
　「ユーザ機器」（ＵＥ）という用語は、本明細書において、端末、例えば、ワイヤレス
接続型ハンドセット、セル電話、スマートフォン、タブレット、および他のモバイルコン
ピューティングデバイスを指すように使用される。特定の区域においてワイヤレスネット
ワークに対する限られたアクセスまたは弱いアクセスのため、ネットワークサービスまた
は強化されたサービスを必要としているユーザ機器は、「ターゲットユーザ機器」（ＴＵ
Ｅ）と呼ばれる。ターゲットユーザ機器は、本明細書で説明されるとおり、サービスエン
ハンサデバイスから強化された接続およびパフォーマンスを提供する。
【００１８】
　図１および図１６～図１７は、本発明の様々な実施形態によって使用される例示的な構
成要素を示す。図１および図１６～図１７において特定の構成要素が開示されるものの、
そのような構成要素は例示的であることを理解されたい。すなわち、本発明の実施形態は
、様々な他の構成要素、または図１および図１６～図１７に記載される構成要素の変形を
有することによく適している。図１および図１６～図１７における構成要素は、提示され
るもの以外の他の構成要素と一緒に動作することが可能であり、図１および図１６～図１
７の構成要素のすべてが、本発明の実施形態の目標を実現するのに要求されるわけではな
いものと理解される。
【００１９】
　図１は、基地局１０２と、サービスエンハンサ１０４と、コンピューティングデバイス
１１０～１１８とを含む例示的な動作環境１００を示す。コンピューティングデバイス１
１０および１１８は、スマートフォン、タブレット、または他の任意のモバイルコンピュ
ーティングデバイスタイプのものであることが可能である。コンピューティングデバイス
１１４および１１６は、ラップトップ、ノートブック、デスクトップ、または他の任意の
コンピューティングデバイスタイプのものであることが可能である。いくつかの実施形態
において、コンピューティングデバイス１１０～１１８は、ユーザ機器である。基地局１
０２は、コンピューティングデバイス１１０～１１８にデータ（例えば、制御プレーンデ
ータおよびユーザプレーンデータ）を送信するように、かつコンピューティングデバイス
１１０～１１８からデータ（例えば、制御プレーンデータおよびユーザプレーンデータ）
を受信するように構成されたワイヤレスネットワーク基地局である。基地局１０２は、バ
ックボーン、ならびに、他の構成要素（例えば、サーバ、バックホールなど）と組合せに
なって、広い地理的区域を範囲に含むワイヤレスネットワークを形成する他の基地局を含
むワイヤレスネットワーク１０１の他の部分に通信可能に結合される。ワイヤレスネット
ワーク１０１は、基地局１０２を含み、かつコンピューティングデバイス１１０～１１８
にワイヤレス接続を提供するように、かつ他のネットワーク（例えば、ワイヤレスネット
ワーク、インターネットなど）に接続を提供するように構成される。
【００２０】
　サービスエンハンサデバイス１０４（「サービスエンハンサ」）は、特化された機器、
専用の機器、カスタムの機器、またはユーザ機器であることが可能であるノードであるも
のと理解される。例えば、１つの実装形態において、サービスエンハンサ１０４は、コン
ピューティングデバイス１１６～１１８に対するワイヤレスサービスを強化するための能
力を有するユーザのスマートフォンである。サービスエンハンサ１０４は、ユーザによっ
て自主提供されて、ネットワークが、サービスエンハンサ１０４としてのユーザのスマー
トフォンの導入を確認した後、ネットワーク機能を強化するのに使用されることが可能で
ある。
【００２１】



(9) JP 2017-505006 A 2017.2.9

10

20

30

40

50

　サービスエンハンサ１０４は、ネットワークを介するサービス品質（ＱｏＳ）を向上さ
せるためにコンピューティングデバイス１１６～１１８と通信するために構成される。サ
ービスエンハンサ１０４とコンピューティングデバイス１１６～１１８は、サービスを強
化する協力的グループを形成することが可能である。例えば、サービスエンハンサ１０４
とコンピューティングデバイス１１６～１１８によって共同処理が実行されて、各デバイ
スが、それぞれの信号を処理し、協力的通信を介して、デバイスは、そのグループの中の
個別のデバイスがターゲットとされる受信されるデータの品質を向上させる。サービスエ
ンハンサ１０４は、作業をコンピューティングデバイス１１６～１１８に代行して、その
結果、それらの間でデータの協力的処理を調整することも可能である。ネットワークは、
サービスエンハンサ１０４の指示の下で、最適化された処理を可能にする様態で編成され
たデータをサービスエンハンサ１０４に送信することが可能であることに留意されたい。
【００２２】
　サービスエンハンサ１０４は、ユーザ展開される、または事業者（例えば、ワイヤレス
サービスプロバイダの従業員）展開されることが可能である。また、サービスエンハンサ
１０４は、ワイヤレスネットワークの既存のバックホール機器と一緒に動作するように構
成されることも可能である（例えば、そのバックホール機器に対する変更なしに）。事業
者は、期間にわたるその区域内の（または入ると予期される）他のデバイスに基づくロケ
ーションにサービスエンハンサ１０４を展開することが可能である。サービスエンハンサ
１０４は、カバレッジホールを有する、またはワイヤレスネットワークが過負荷にされて
いる区域におけるネットワークパフォーマンスを強化するのに使用されることが可能であ
る。例えば、サービスエンハンサ１０４は、それがワイヤレスネットワークの境界におけ
るＵＥをサポートすることを可能にするロケーションに、またはイベントのためにモバイ
ルデバイスが密集するロケーション（例えば、モール、コンサート会場、空港ターミナル
、鉄道の駅など）に展開されることが可能である。別の例として、サービスエンハンサ１
０４は、ネットワークサービス品質（ＱｏＳ）を向上させるのを助けるように近隣に戦略
的に配置されることが可能である。ユーザは、電器店からサービスエンハンサ１０４を購
入して、彼または彼女の自宅、オフィス、自動車、デスクなどにサービスエンハンサ１０
４を設置することが可能である。サービスエンハンサ１０４は、ユーザの書類カバンまた
は他のポータブル運搬装置において能動的に使用されることがさらに可能である。
【００２３】
　サービスエンハンサ１０４がネットワークに追加されると、サービスエンハンサ１０４
がネットワークにおいて使用されるように、かつネットワークによって確認されるように
、初期ハンドシェーク通信または初期セットアップ通信が実行される。例えば、サービス
エンハンサ１０４が、それの処理パワーおよび能力を含むが、以上には限定されないそれ
自体についての情報を基地局１０２に送信する。サービスエンハンサ１０４が事業者によ
ってセットアップされるいくつかの実施形態において、サービスエンハンサ１０４は、ネ
ットワークに追加されるのに先立って構成される（例えば、事業者によって）。ネットワ
ークによる確認は、基地局１０２に関連付けられたワイヤレスネットワーク１０１（例え
ば、ワイヤレスネットワークのバックボーン）との通信を含む。
【００２４】
　１つの実装形態において、サービスエンハンサ１０４は、ハブ、転送ポイント、中間ポ
イントなどの役割をして、ネットワークを拡張する。いくつかの状況において、１または
複数のユーザが、彼または彼女のデバイスを、そのデバイスが十分な能力（例えば、処理
能力およびバッテリ電力）を有し、かつ利用可能である（例えば、そのデバイスがアイド
ルであり、かつ／または余分の処理パワーを有する）という条件付きで、サービスエンハ
ンサデバイスとなるように自主提供することが可能である。ユーザのデバイス（例えば、
セル電話、ラップトップ、タブレットなど）がサービスエンハンサ１０４として機能する
いくつかの実施形態において、ユーザには、現金、クレジット、または割引されたサービ
スの形態で金銭的動機付けが提供されることが可能である。
【００２５】
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　サービスエンハンサ１０４は、ネットワークの端部または端部近くに配置されたワイヤ
レスデバイスに関して、または隣接するネットワークからの干渉に遭遇するデバイスに関
して境界サービス問題を緩和することも可能である。また、境界サービス問題は、カバレ
ッジホールに起因して、または物理的構造に起因して、他の区域でも（例えば、建造物内
で）生じる可能性がある。サービスエンハンサ１０４は、デバイスのためにカバレッジを
強化すること、スループットを強化すること、およびバッテリ寿命を増加させることによ
って境界サービス問題を緩和することが可能である。また、セルラ構造に頼るネットワー
クにおいて、境界サービス問題は、セル間干渉（例えば、単一の事業者のネットワーク内
の重なり合うセルカバレッジによってもたらされる干渉）の結果として生じる可能性があ
り、サービスエンハンサ１０４の使用を介して緩和されることが可能であることも理解さ
れたい。
【００２６】
　デバイスは、ネットワーク１０１によってサービスエンハンサ１０４として指定される
ことが可能である。いずれのデバイスがサービスエンハンサ１０４として選択されるかの
決定は、選択されるデバイスを宛先とするデータが、選択されるデバイスを介して接続さ
れ得るデバイスを宛先とするデータより低い優先度のものであるという決定、ならびにネ
ットワークに対する選択されるデバイスの接続が十分に高い品質のものであるという決定
に従って行われることが可能である。そのような決定を使用して、デバイスが、サービス
エンハンサ１０４として指定されることが可能であり、その後、強化されたサービスを他
のデバイスに提供するハブの役割をする。
【００２７】
　１つの実装形態において、サービスエンハンサ１０４は、いずれのデバイスがクライア
ントであるかを制御する。サービスエンハンサのクライアントセットが閉じられると、特
定のデバイスだけがサービスエンハンサ１０４から利益を得ることができる。また、サー
ビスエンハンサ１０４は、強化されたサービスを受信することになるクライアントデバイ
ス（それに極めて近接している）のサブセットを決定することも可能である。例えば、サ
ービスエンハンサ１０４は、例えば、スポーツイベント会場における販売時点デバイスに
向上したネットワークパフォーマンスを提供し、顧客デバイスには向上したネットワーク
パフォーマンスを提供しないように構成されることが可能である。
【００２８】
　１つの実施形態において、基地局１０２が、コンピューティングデバイス１１６～１１
８のためのそれぞれの制御プレーン信号（例えば、制御シグナリング）をサービスエンハ
ンサ１０４とそれぞれのコンピューティングデバイス１１６～１１８の両方に送信し、そ
の一方で、サービスエンハンサ１０４は、データ（例えば、ユーザプレーンデータ）だけ
をコンピューティングデバイス１１６～１１８に送信する。コンピューティングデバイス
１１６～１１８は、このため、基地局１０２と連携してサービスエンハンサ１０４と通信
することが可能である。このことは、コンピューティングデバイスが中継器を基地局とし
て認識する従来の中継器とは対照的である。さらに、サービスエンハンサ１０４は、通常
、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）リンクを使用してコンピューティングデバイス１１６
～１１８と通信することが可能である。サービスエンハンサ１０４とコンピューティング
デバイス１１６～１１８の間のＤ２Ｄリンクは、帯域内であること、または対域外（ＯＯ
Ｂ）（例えば、モバイル通信ネットワークの通常の周波数帯域の外）であることが可能で
ある。対照的に、従来の中継器は、標準のアクセスリンク（例えば、セルラ電話伝送スキ
ームまたは標準のワイヤレスデバイス－基地局リンク）を使用してコンピューティングデ
バイスと通信する。
【００２９】
　コンピューティングデバイス１１６～１１８は、基地局１０２に「サブスクライブ」さ
れている。サブスクライブされたという用語は、コンピューティングデバイス１１６～１
１８によるネットワークへのアクセスが基地局１０２によって制御されることを意味する
。サービスエンハンサ１０４が、少数および／または指定された数のデバイス（例えば、
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コンピューティングデバイス１１６～１１８）のための送信ポイントの役割をする。さら
に、サービスエンハンサ１０４は、しばしば、コンピューティングデバイス１１６～１１
８に対してトランスペアレントである可能性がある。従来の中継器を介した接続とは対照
的に、デバイスは、中継器にサブスクライブされ、中継器は、通常、多数の、またはグル
ープのデバイスのための基地局の役割をする。従来の中継器は、通常、そこからネットワ
ークアクセスを得るデバイスに非トランスペアレントである。また、サービスエンハンサ
１０４に関するクライアントセットは、開いていること、または閉じられている（例えば
、いくつかのデバイスに制限されている）ことが可能である。対照的に、従来の中継器に
関するクライアントセットは、常に開いている。サービスエンハンサ１０４は、通常、ネ
ットワークによって管理されない。対照的に、従来の中継器は、通常、ネットワークによ
って管理される。
【００３０】
　サービスエンハンサ１０４と従来の中継器は、制御プレーンシグナリングを異なるよう
に扱う。サービスエンハンサ１０４は、必ずしも制御プレーン接続を開始するわけではな
く、通常、デバイスは、基地局（例えば、基地局１０２）から直接に制御プレーン情報を
得る。対照的に、従来の中継器は、通常、制御プレーン接続を開始し、中継器は、通常、
制御、データ、およびスケジューリングを管理する。
【００３１】
　サービスエンハンサ１０４は、基地局１０２およびコンピューティングデバイス１１６
～１１８に関連付けられたネットワーク１０１と通信するように構成される。サービスエ
ンハンサ１０４とネットワーク１０１の間の通信は、基地局１０２とコンピューティング
デバイス１１６～１１８の間で通信するのに使用されるのと同一の伝送モードおよび同一
の周波数に基づくことが可能である。いくつかの実施形態において、特別の、または特定
の伝送モード（例えば、ＷｉＦｉ、ケーブルなど）が、ネットワーク１０１とサービスエ
ンハンサ１０４の間の通信のために使用されることが可能である。
【００３２】
　サービスエンハンサ１０４とコンピューティングデバイス１１６～１１８の間の通信は
、帯域内または帯域外であることが可能な直接モバイル伝送モードであることが可能であ
る。例えば、ネットワークが２．１Ｇｈｚで動作する場合、サービスエンハンサ１０４と
コンピューティングデバイス１１６～１１８は、ネットワーク１０１と同一の直交周波数
分割多重化（ＯＦＤＭ）プロトコルを使用して２．１Ｇｈｚレンジ内で通信することが可
能である。他の通信帯域が、このため、帯域外または別の帯域内であり得るサービスエン
ハンサ１０４とコンピューティングデバイス１１６～１１８の間の通信のために使用され
ることが可能である。例えば、８００ＭＨｚまたは３．４ＧＨｚが、サービスエンハンサ
１０４とコンピューティングデバイス１１６～１１８の間の通信のために使用される（例
えば、ネットワーク１０１とは独立に）。サービスエンハンサ１０４は、コンピューティ
ングデバイス１１６～１１８と通信するのにいずれの伝送モードおよびいずれの周波数が
使用されるかを決定することが可能である。いくつかの実施形態において、ネットワーク
１０１のネットワーク構成要素（例えば、基地局１０２）が、利用可能な周波数帯域の情
報をサービスエンハンサ１０４に送信することが可能である。いくつかの実施形態におい
て、ネットワーク１０１のネットワーク構成要素（例えば、基地局１０２）が、コンピュ
ーティングデバイスの通信帯域の情報をサービスエンハンサ１０４に送信することが可能
である。例えば、サービスエンハンサ１０４が、１または複数のコンピューティングデバ
イスの所望される通信帯域を受信することが可能である。異なる伝送モードおよび異なる
周波数帯域の使用は、ネットワーク通信に干渉することなしにより良好な品質の通信を提
供することが可能であることに留意されたい。例えば、別の伝送技術（例えば、ＯＦＤＭ
の代わりに符号分割多元接続（ＣＤＭＡ））の使用が、他のネットワーク通信とのより小
さい干渉をもたらすことが可能である。サービスエンハンサ１０４とコンピューティング
デバイス１１６～１１８の間の通信は、Ｍｕｌｔｉ－ＲＡＴ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｒａｄ
ｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）を介してさらに行われることが可能で
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ある。例えば、サービスエンハンサ１０４とコンピューティングデバイス１１６～１１８
の間の通信が、ＷｉＦｉを介することが可能である一方で、サービスエンハンサ１０４と
基地局１０２の間の通信が、ＣＤＭＡを介するなど、異なることが可能である。
【００３３】
　サービスエンハンサ１０４は、サービスエンハンサ１０４の構成に基づいて複数の様態
でネットワークに登録することが可能である。登録プロセスは、サービスエンハンサ１０
４が専用のデバイスであるか、ユーザ機器であるか、またはユーザによって展開されるか
、もしくは事業者によって展開されるかに依存して、サービスエンハンサ１０４に関して
異なることが可能である。サービスエンハンサ１０４は、ターゲット物理的区域または選
定されたターゲットデバイスのためにサービスを強化するようにエンドユーザによって展
開される専用の端末であることが可能であり、サービスエンハンサ１０４は、オプション
として、閉じられたクライアントセットのためにネットワークに登録されることが可能で
ある。他の実施形態では、サービスエンハンサ１０４は、ブラインドホットスポットなど
のホットスポットサービスに対してカバレッジを強化するための低コストの代替として、
ネットワークによって登録される事業者によって展開される専用端末とすることが可能で
ある。実施形態は、ＷｉＦｉホットスポットデバイスと連携して動作することが可能であ
る。サービスエンハンサ１０４は、このため、良好なアクセスリンクを有し（例えば、強
い信号、スループットを有し）、かつコンピューティングデバイス１１６～１１８の近傍
のロケーションに配置されることが可能である。
【００３４】
　１つの実施形態において、サービスエンハンサ１０４は、限られたユーザインターフェ
ース機能を有する、またはまったくユーザインターフェース機能を有しない専用の端末で
あることが可能である。例えば、サービスエンハンサ１０４は、タッチスクリーンを有し
ないことも可能である。サービスエンハンサ１０４は、通常、複数のデバイスをより高い
アクセススペクトル効率で運用することを促進する物理（ＰＨＹ）／媒体アクセス制御（
ＭＡＣ）層処理を有する。サービスエンハンサ１０４は、電力網へのアクセスと、複数の
アンテナと、より良好な電力増幅器（ＰＡ）と、より高い最大直交振幅変調（ＱＡＭ）と
、複数層スペクトル管理（ＳＭ）とを有することが可能である。例えば、サービスエンハ
ンサ１０４は、ネットワークから受信され、近くのデバイス（例えば、コンピューティン
グデバイス１１６～１１８）に配信される複数のデバイスのためのデータを処理すること
ができるより高い処理パワーを有することが可能である。
【００３５】
　一実施形態において、サービスエンハンサ１０４は、アイドルユーザデバイスである。
この事例において、アイドルユーザデバイス、またはアイドルユーザ機器は、良好なアク
セスリンクを有し、サービスエンハンサ１０４として機能するように一時的に自主提供さ
れる（例えば、そのユーザによって）またはネットワークによって割り当てられる。サー
ビスエンハンサ１０４として機能するユーザデバイスまたはユーザ機器は、基地局１０２
と通信する（例えば、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）などの標準の無線インタ
ーフェースを介して）。アイドルのユーザデバイスが、ユーザによってサービスエンハン
サ１０４として自主提供されること、またはネットワークによってサービスエンハンサ１
０４の役割をするように割り当てられることが可能である。サービスエンハンサとしての
ユーザデバイスの自主提供または割当ては、通常、デバイスの要件または利用可能性が失
効するまで維持される一時的な割当てである。例えば、アイドルのユーザ機器がサービス
エンハンサ１０４の役割をしている場合、そのアイドルのユーザ機器は、強化されたサー
ビスの必要性が失効するまでサービスエンハンサ１０４として一時的に機能する割当てを
受信する。失効すると、以前にアイドルであったユーザ機器は、基地局１０２と直接に通
信することに戻るように切り換えられることが可能である。
【００３６】
　いくつかの実施形態において、サービスエンハンサ１０４との通信中、コンピューティ
ングデバイス１１６～１１８は、基地局１０２にサブスクライブされたままになる。コン
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ピューティングデバイス１１６～１１８は、基地局１０２から、またはサービスエンハン
サ１０４から制御シグナリングを受信し、その結果、受信されたデータを復号することが
可能になる。その制御シグナリングを送信することは、基地局１０２によって開始される
。その制御シグナリングは、符号化、時間、周波数帯域、および関連付けられたリソース
を含むが、以上には限定されない、データがどのように送信されるかと関係する情報を含
む。
【００３７】
　サービスエンハンサ１０４は、コンピューティングデバイス１１６～１１８にトランス
ペアレントである一時的な送信ポイント（ＴＰ）の役割をする。例えば、サービスエンハ
ンサ１０４は、ネットワークからデータを獲得し、コンピューティングデバイス１１６～
１１８が基地局１０２から制御信号を受信しており、かつサービスエンハンサ１０４とコ
ンピューティングデバイス１１６～１１８の間の通信が帯域内であるために、コンピュー
ティングデバイス１１６～１１８が、そのデータがサービスエンハンサ１０４を介してル
ーティングされていることを意識することなしに、そのデータをコンピューティングデバ
イス１１６～１１８に送信する。代替として、サービスエンハンサ１０４とコンピューテ
ィングデバイス１１６～１１８の間のリンクは、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）リンク
として実施されることが可能である。Ｄ２Ｄリンクは、オプションとして、基地局１０２
に関連付けられたネットワーク１０１の伝送スキームとは異なる伝送スキームを利用する
ことが可能である。例えば、Ｄ２Ｄリンクは、本明細書で説明されるとおり、帯域内、帯
域外、またはＭｕｌｔｉ－ＲＡＴであることが可能である。
【００３８】
　他の実施形態において、サービスエンハンサ１０４は、ネットワークに対する協力的代
行の役割をし、その結果、協力的処理および協力的通信を可能にする。サービスエンハン
サ１０４は、１または複数のコンピューティングデバイス（例えば、コンピューティング
デバイス１１６～１１８）が協力することになることをネットワークに知らせるように基
地局１０２を介してネットワークにシグナリングし、サービスエンハンサ１０４は、代行
を調整する。次に、ネットワークが、代行のためにサービスエンハンサ１０４に送信する
ためのデータを最適化する。次に、サービスエンハンサ１０４が、コンピューティングデ
バイス１１６～１１８の間の協力を調整することが可能である。データがコンピューティ
ングデバイスにどのように、いつ、どこで送信されるかに関する制御シグナリングが、基
地局１０２からコンピューティングデバイス１１６～１１８に直接に、またはサービスエ
ンハンサ１０４を介してコンピューティングデバイス１１６～１１８に送信される。
【００３９】
　データ伝送は、ネットワーク依存であることが可能である。例えば、ユーザ機器制御シ
グナリングまたはコンピューティングデバイス制御シグナリングは、基地局１０２によっ
て開始され、基地局１０２からコンピューティングデバイス１１６～１１８に直接に送信
される。基地局が、このため、データがどこに、いつ、どのようにコンピューティングデ
バイスに送信されるかを制御することが可能である一方で、サービスエンハンサ１０４は
、基地局１０２からのデータのリフレクタまたはリルータの役割をすることが可能である
。
【００４０】
　他の実施形態において、データ伝送は、制御シグナリングが基地局１０２によって開始
されるが、サービスエンハンサ１０４によって無効にされることが可能であるネットワー
ク支援型である。例えば、基地局１０２が、何らかの特定のデータが特定の時点で送信さ
れるべきことを示し、サービスエンハンサ１０４が、多すぎるトラフィックが存在し、ま
たは符号化が不十分であり、したがって、伝送のレートが適切な復号を可能にするように
低減されるべきであることを示すことで応答する。別の例として、サービスエンハンサ１
０４が、データを送信する基地局１０２からの制御信号を無効にし、データが現時点で送
信されるべきではない、または別の符号化スキームを介して送信されるべきというメッセ
ージで応答する。
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【００４１】
　他の実施形態において、コンピューティングデバイスの制御シグナリングは、サービス
エンハンサ１０４によって開始される一方で、基地局１０２が、サービスエンハンサ１０
４とコンピューティングデバイスの間の接続セットアップおよびユーザプレーンオフロー
ドを支援する、または監督する。例えば、基地局１０２は、特定のリソース符号化を用い
て特定の時点で特定のコンピューティングデバイスにデータを送信するようサービスエン
ハンサ１０４に指示を送信することが可能である。サービスエンハンサ１０４は、相応す
るように確認し、実行する。基地局１０２による監督は、ネットワーク、およびネットワ
ークにおけるサービスエンハンサのそれぞれの概観に基づいて実行される。
【００４２】
　別の実施形態において、データ伝送は、ネットワーク独立であることも可能である。こ
の事例において、コンピューティングデバイスの制御シグナリングは、サービスエンハン
サ１０４によって開始される。サービスエンハンサ１０４は、このため、まったくネット
ワークによる干渉または介入なしに、それ自体とコンピューティングデバイスの間で通信
するのにどのように、どこで、いずれの伝送スキーム、およびいずれの周波数帯域が使用
されるべきかを決定することが可能である。コンピューティングデバイスとサービスエン
ハンサ１０４の間の接続がセットアップされると、コンピューティングデバイスおよびサ
ービスエンハンサ１０４は、通信のために使用される周波数帯域および通信スキームにつ
いて基地局１０２に知らせる。
【００４３】
　１つの実施形態において、サービスエンハンサ１０４は、コンピューティングデバイス
１１６～１１８にデータ通信を提供することをやめることが可能であり、関連付けられた
通知をコンピューティングデバイス１１６～１１８に提供することが可能である。サービ
スエンハンサ１０４は、サービスエンハンサがもはやデータ通信を提供しないことを示す
通知をコンピューティングデバイス１１６～１１８に送信する。通知を受信すると、コン
ピューティングデバイス１１６～１１８は、例えば、サービスエンハンサ１０４によって
支援されずに、基地局１０２と直接に通信することに戻るように切り換わることが可能で
ある（または代替として、異なるサービスエンハンサに接続することが可能である）。コ
ンピューティングデバイス１１６～１１８は、タイマを設定することが可能であり、サー
ビスエンハンサ１０４から通信がまったく受信されない場合、タイマが失効すると、コン
ピューティングデバイスは、基地局１０２と直接に通信することを継続する。コンピュー
ティングデバイス１１６～１１８は、サービスエンハンサ１０４からの支援を考慮に入れ
るようにそれらのフィードバックを調整することが可能である。例えば、チャネル品質指
標（ＣＱＩ）レポートが、基地局１０２がトランスペアレントモードでその動作を継続す
ることができるように、組み合わされた有効ＣＱＩレポートであることも可能である。
【００４４】
　図２～図１１を参照すると、流れ図２００～流れ図１１００が、電子文書を識別するた
めの本発明の様々な実施形態によって使用される例示的な機能を示す。特定の機能ブロッ
ク（「ブロック」）が流れ図２００～流れ図１１００において開示されるものの、そのよ
うなステップは、例示的である。すなわち、実施形態は、様々な他のブロック、または流
れ図２００～流れ図１１００に記載されるブロックの変形形態を実行するのによく適して
いる。流れ図２００～流れ図１１００におけるブロックは、提示されるのとは異なる順序
で実行されることが可能であること、および流れ図２００～流れ図１１００におけるブロ
ックのすべてが実行される必要はないことを理解されたい。
【００４５】
　図２は、本発明の実施形態による、エンドユーザによって展開されるサービスエンハン
サの例示的なネットワーク支援されたセットアッププロセスを示す。図２は、ネットワー
クに加わる際にサービスエンハンサによって実行され、その結果、１または複数のユーザ
機器またはユーザデバイスのためのサービスを強化するプロセス２００を示す。プロセス
２００は、エンドユーザによって展開される専用の端末またはデバイスであるサービスエ
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ンハンサによって実行されることが可能であり、セットアップは、ネットワーク支援型で
ある。例えば、エンドユーザは、カバレッジ支援のためにサービスエンハンサを獲得して
いることが可能である。
【００４６】
　ブロック２０２において、サービスエンハンサが選択される。ブロック２０４において
、サービスエンハンサが展開される。サービスエンハンサは、エンドユーザによって決定
されたロケーションに展開される、または物理的に配置される。展開は、サービスエンハ
ンサを電源に接続すること、および／またはサービスエンハンサをオンにすること、もし
くはそれ以外で作動させることをさらに含む。例えば、サービスエンハンサは、良好なカ
バレッジが存在しない建造物内のロケーションに展開されることが可能である。別の例と
して、サービスエンハンサは、限られたネットワークリソースを求めて競合する多くのデ
バイスが存在するロケーションに設置されることが可能である。さらに、サービスエンハ
ンサは、モバイルロケーション（例えば、自動車、列車、ポータブル容器など）において
展開されることが可能である。
【００４７】
　サービスエンハンサは、１または複数の他のデバイスが弱い信号カバレッジを有するこ
と、またはまったく信号カバレッジを有しないことに基づいてロケーションに設置される
。例えば、サービスエンハンサは、デッドゾーンに近い一方で、ワイヤレスネットワーク
に対して適当に強い接続を有し、その結果、そこにおけるサービスを強化することができ
るロケーションに配置されることが可能である。デッドゾーンは、サービスが非常に弱い
、または存在しないカバレッジホールである。
【００４８】
　ブロック２０６において、登録要求が送信される。登録要求は、サービスエンハンサが
ネットワーク上の特定のデバイスと通信することができるようになるのに先立って実行さ
れるハンドシェークプロセスの一環である。サービスエンハンサは、その能力を含むが、
それには限定されない登録要求をネットワークに送信する。１つの実施形態において、サ
ービスエンハンサは、その自らのプレゼンスを告知する。例えば、登録要求は、サービス
エンハンサおよびネットワークによって使用されることが可能な通信帯域、通信スキーム
、変調、および伝送技術を含むことが可能である。サービスエンハンサは、周波数帯域と
、処理パワー（例えば、ＣＰＵモデルおよびＣＰＵ速度）と、電源および電力レベル（例
えば、残っているバッテリのパーセント、またはサービスエンハンサが電気ソケットに結
合されているかどうか）と、伝送符号化スキームとを含む能力を報告することが可能であ
る。
【００４９】
　ブロック２０８において、確認が受信される。ネットワーク（例えば、基地局１０２）
が、サービスエンハンサがネットワークにおいて機能することを確認する確認をサービス
エンハンサに送信する。例えば、ネットワークは、サービスエンハンサを、セルラ電話と
してではなく、１または複数のセル電話にサービスを提供するデバイスとして確認するこ
とが可能である。
【００５０】
　ブロック２１０において、クライアントセットに関連付けられた情報が、オプションと
して送信される。サービスエンハンサが、閉じられたクライアントセット、または隣接す
るデバイスの発見されたセットをネットワークに送信することが可能である。例えば、サ
ービスエンハンサは、サービスエンハンサに対して近接して配置された５つのセル電話ま
たはラップトップが存在することを報告することが可能であり、各デバイスに関連付けら
れた一意の識別子（例えば、モバイル機器識別子（ＭＥＩＤ））が報告される。サービス
エンハンサは、その５つのセル電話またはラップトップが、現在、弱いネットワーク信号
を有すること、もしくはまったくネットワーク信号を有しないこと、およびサービスエン
ハンサが、デバイスのそれぞれに向上したサービスアクセスを提供することができること
をさらに報告することが可能である。サービスエンハンサは、ネットワークとは独立に、
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サービスエンハンサが、５つのセル電話またはラップトップに対して強い信号チャネルを
有する一方で、５つのセル電話またはラップトップがネットワークに対して弱い信号チャ
ネルを有することを決定することができる。
【００５１】
　ブロック２１２において、構成情報が受信される。基地局からサービスエンハンサにデ
ータを送信するのに使用される周波数帯域および符号化スキームを含むが、以上には限定
されない構成情報が、基地局、またはネットワークの他の部分からサービスエンハンサに
よって受信される。基地局、ネットワークなどは、サービスエンハンサに、サービスエン
ハンサが将来に認識され得るように使用されるべき一意のＩＤを送信することが可能であ
る。
【００５２】
　ブロック２１４において、サービスエンハンサとクライアントのリンクがセットアップ
される。サービスエンハンサが、１または複数のクライアントと通信するのに使用される
周波数帯域および符号化スキームアーキテクチャ（例えば、ＴＵＥ、コンピューティング
デバイス１１６～１１８など）をクライアントデバイスに送信する。クライアントは、周
波数帯域情報および符号化スキーム情報を受信し、その情報を確認して、その結果、サー
ビスエンハンサとクライアントのリンクが確立されることを可能にする。
【００５３】
　ブロック２１６において、サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けられ
た情報が送信される。サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けられた情報
は、サービスエンハンサとクライアントの間で確立されたリンクの１または複数の指標を
含む。サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けられた情報は、ネットワー
クに送信される。
【００５４】
　ブロック２１８において、データが通信される。ダウンリンクデータが、サービスエン
ハンサを介して基地局からクライアントに通信される。クライアントからのアップリンク
データが、サービスエンハンサを介してクライアントから基地局に通信される。データは
、クライアントに送信して、最終的にネットワークに送信するのに先立って、サービスエ
ンハンサによって処理される。
【００５５】
　図３は、本発明の実施形態による、エンドユーザによって展開されるサービスエンハン
サのネットワーク支援されたセットアップ中にネットワーク構成要素によって実行される
例示的なプロセス３００を示す。図３は、サービスエンハンサのセットアップ中に基地局
または他のネットワーク構成要素によって実行されるプロセス３００を示す。プロセス３
００は、一般に、サービスエンハンサ実行プロセス２００と連携して１または複数のネッ
トワーク構成要素によって実行される。
【００５６】
　ブロック３０２において、登録要求が、基地局または他のネットワーク構成要素におい
てサービスエンハンサから受信される。登録要求は、サポートされる通信スキームなどの
サービスエンハンサの能力を含む。
【００５７】
　ブロック３０４において、サービスエンハンサをネットワークに登録すべきかどうかに
ついての決定が行われる。ネットワーク構成要素（例えば、基地局）が、サービスエンハ
ンサが登録されて、１または複数のデバイスに対するサービスを向上させるのに使用され
るかどうかを決定する。登録は、サービスエンハンサの必要性および能力に基づく。サー
ビスエンハンサが登録されるべき場合、ブロック３０６が実行される。サービスエンハン
サが登録されない場合、ブロック３２０が実行される。
【００５８】
　ブロック３２０において、登録要求の拒否が送信される。サービスエンハンサは、サー
ビスエンハンサとして登録して、ネットワークと通信することを許されない。例えば、サ
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ービスエンハンサが十分な能力（例えば、処理パワー、バッテリ寿命、通信信号強度、お
よび／またはセキュリティ）を有しない場合、ネットワーク構成要素が、登録要求の拒否
を送信することが可能である。
【００５９】
　ブロック３０６において、サービスエンハンサによって送信された登録要求を承認し、
かつサービスエンハンサがネットワークに対してサービスエンハンサとして機能すること
を承認する確認が送信される。
【００６０】
　ブロック３０８において、クライアントに関連付けられた情報が受信される。その情報
は、サービスエンハンサのクライアントセットの中のクライアントデバイスの識別子を含
む。
【００６１】
　ブロック３１０において、構成情報が送信される。構成情報は、１または複数のネット
ワーク構成要素によって決定され、サービスエンハンサが基地局または他のネットワーク
構成要素と通信する際に使用する構成情報を含む。
【００６２】
　ブロック３１２において、リンク確立に関連付けられた情報が受信される。リンク確立
に関連付けられた情報は、サービスエンハンサと１または複数のクライアントの間のリン
クに関連付けられた情報を含む。
【００６３】
　ブロック３１４において、サービスエンハンサおよびクライアントにデータが通信され
る。制御プレーン情報が、クライアントに直接に通信され得る一方で、他のデータ通信は
、サービスエンハンサを介してクライアントに通信される。
【００６４】
　図４は、本発明の実施形態による、エンドユーザによって展開されるサービスエンハン
サの例示的なネットワーク独立のセットアッププロセス４００を示す。図４は、ネットワ
ークに加わる際にサービスエンハンサによって実行され、１または複数のユーザ機器また
はユーザデバイスのためのサービスを強化するプロセス４００を示す。プロセス４００は
、エンドユーザによって展開される専用の端末またはデバイスであることが可能なサービ
スエンハンサによって実行され、セットアップは、ネットワーク独立である。例えば、エ
ンドユーザは、サービスエンハンサを獲得していることが可能である。
【００６５】
　ブロック４０２において、サービスエンハンサが、エンドユーザによって決定されたロ
ケーションに展開される、または物理的に配置される。サービスエンハンサは、例えば、
既製品としてエンドユーザによって購入されていて、次に、適切なロケーションに配置さ
れていることが可能である。展開は、サービスエンハンサを電源に結合すること、および
／またはサービスエンハンサをオンにすること、もしくは作動させることをさらに含む。
例えば、サービスエンハンサは、不良なカバレッジが存在する建造物内のロケーションに
展開される。別の例として、サービスエンハンサは、多くのデバイスが存在して、限られ
たネットワークリソースを求めてデバイスが競合しているロケーションに設置される。サ
ービスエンハンサは、モバイルロケーション（例えば、自動車、列車、ポータブル容器な
ど）においてさらに展開されることが可能である。サービスエンハンサは、１または複数
の他のデバイスが弱い信号カバレッジを有すること、またはまったく信号カバレッジを有
しないことに基づいてロケーションに設置される。
【００６６】
　ブロック４０４において、登録要求が送信され、サービスエンハンサがネットワーク上
の特定のデバイスと通信することができるようになるのに先立って実行されるハンドシェ
ークプロセスの一環である。サービスエンハンサが、そのプレゼンスを告知し、登録要求
をネットワークに送信し、登録は、その能力を含むが、それに限定されない。例えば、登
録要求は、サービスエンハンサおよびネットワークと通信するために使用されることが可
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能な通信帯域、通信スキーム、変調、および伝送技術を含むことが可能である。サービス
エンハンサは、周波数帯域と、処理パワーと、電源および電力レベルと、伝送符号化スキ
ームとを含む能力を報告することが可能である。
【００６７】
　ブロック４０６において、確認が受信される。ネットワークが、サービスエンハンサが
ネットワークにおいて機能することを確認する確認をサービスエンハンサに送信する。い
くつかの実施形態において、サービスエンハンサに関する構成情報が、その確認に加えて
受信される。構成は、ネットワーク構成要素（例えば、基地局）がサービスエンハンサと
通信するのに使用する伝送スキーム（例えば、周波数帯域）および符号化スキームを含む
ことが可能である。
【００６８】
　ブロック４０８において、サービスエンハンサが、サービスエンハンサがサービス強化
を提供するように利用可能であるという指標を有するブロードキャストメッセージを１ま
たは複数の隣接するデバイスに送信する。
【００６９】
　ブロック４１０において、サービスエンハンサが、１または複数の隣接するデバイスか
ら、１または複数の隣接するデバイスがサービスエンハンサを介してネットワークと通信
することを所望することを示す１または複数の応答を受信する。応答は、その結果、隣接
するデバイスがサービスエンハンサによって発見されることを可能にする。
【００７０】
　ブロック４１２において、サービスエンハンサとクライアントのリンクがセットアップ
される。クライアントは、それがサービスエンハンサのサービスを使用することができる
と応答し、サービスエンハンサとクライアントのリンクのセットアップを可能にする情報
を共有する。その情報は、サービスエンハンサが、クライアント情報および通信スキーム
情報のために通信にアクセスすることを可能にするクライアントの一意の識別子を含むこ
とが可能である。
【００７１】
　ブロック４１４において、サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けられ
た情報が送信される。サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けられた情報
は、サービスエンハンサとクライアントの間で確立されたリンクの１または複数の指標を
含む。サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けられた情報は、ネットワー
クに送信される。
【００７２】
　ブロック４１６において、データが、サービスエンハンサ、クライアント、およびネッ
トワークの間で通信される。ダウンリンクデータは、基地局からサービスエンハンサを介
してクライアントに通信される。クライアントからのアップリンクデータは、クライアン
トからサービスエンハンサを介して基地局に通信される。
【００７３】
　ブロック４１８において、情報がクライアントに送信される。いくつかの実施形態にお
いて、サービスエンハンサは、クライアントに情報を送信する。その情報は、ソフトビッ
トと、生の同相（Ｉ）データと、直交（Ｑ）データと、復号されたデータとを含むことが
可能である。いくつかの実施形態において、クライアントは、サービスエンハンサからデ
ータだけを受信することが可能である。いくつかの実施形態において、基地局からのデー
タが、基地局から、およびサービスエンハンサからクライアントにおいて受信されること
が可能である。サービスエンハンサは、基地局からのデータを処理して（例えば、そのデ
ータを復号して）、その処理されたデータをクライアントに送信することが可能である。
クライアントは、サービスエンハンサおよび基地局からのダウンリンク情報または下流情
報を組み合わせる。クライアントは、このため、サービスエンハンサおよび基地局からの
データのコピーを有することが可能である。コピーは、完全ではない可能性があり（例え
ば、１または複数の誤りを含み）、クライアントは、このため、データを比較し、マージ
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して正しいデータを獲得することが可能である。
【００７４】
　図５は、本発明の実施形態による、エンドユーザによって展開されるサービスエンハン
サのネットワーク独立のセットアップ中にネットワーク構成要素によって実行される例示
的なプロセス５００を示す。図５は、サービスエンハンサのセットアップ中に基地局また
は他のネットワーク構成要素（例えば、バックボーンサーバ、ワイヤレスデバイスなど）
によって実行されるプロセス５００を示す。プロセス５００は、一般に、サービスエンハ
ンサ実行プロセス４００と連携して１または複数のネットワーク構成要素によって実行さ
れる。
【００７５】
　ブロック５０２において、登録要求が、基地局または他のネットワーク構成要素におい
てサービスエンハンサから受信される。登録要求は、本明細書で説明されるとおり、サー
ビスエンハンサの能力を含む。
【００７６】
　ブロック５０４において、サービスエンハンサをネットワークに登録すべきかどうかに
ついての決定が行われる。いくつかの実施形態において、ネットワーク構成要素（例えば
、基地局）が、サービスエンハンサが、登録されて、１または複数のデバイスに対するサ
ービスを向上させるのに使用されるかどうかを決定することが可能である。サービスエン
ハンサが登録されるべき場合、ブロック５０６が実行される。サービスエンハンサが登録
されるべきでない場合、ブロック５２０が実行される。
【００７７】
　ブロック５２０において、登録要求の拒否が送信され、サービスエンハンサは、サービ
スエンハンサとして登録して、ネットワークと通信することを許されない。例えば、サー
ビスエンハンサが十分な能力（例えば、処理パワー、バッテリ寿命、通信信号強度、およ
び／またはセキュリティ）を有しない場合、ネットワーク構成要素が、登録要求の拒否を
送信する。
【００７８】
　ブロック５０６において、確認が送信される。その確認は、サービスエンハンサによっ
て送信された登録要求を承認する。
【００７９】
　ブロック５０８において、構成情報が送信される。構成情報は、１または複数のネット
ワーク構成要素によって決定され、サービスエンハンサが基地局または他のネットワーク
構成要素と通信する際に使用する構成情報を含む。
【００８０】
　ブロック５１０において、リンク確立に関連付けられた情報が受信される。リンク確立
に関連付けられた情報は、サービスエンハンサと１または複数のクライアントの間のリン
クに関連付けられた情報を含む。
【００８１】
　ブロック５１２において、データが、サービスエンハンサおよびクライアントに通信さ
れる。制御プレーン情報が、クライアントに直接に通信される一方で、データ通信は、サ
ービスエンハンサを介してクライアントに通信される。
【００８２】
　ブロック５１４において、サービスエンハンサから情報が受信される。その情報は、基
地局または他のネットワーク構成要素、および／またはクライアントに送信される。サー
ビスエンハンサは、クライアントおよび基地局に情報を送信する。クライアントは、サー
ビスエンハンサおよび基地局からのダウンリンク情報または下流情報を組み合わせること
が可能である。その情報は、ソフトビットと、生の同相（Ｉ）データと、直交（Ｑ）デー
タと、復号されたデータとを含むことが可能である。
【００８３】
　図６は、本発明の実施形態による、事業者によって展開されるサービスエンハンサの例
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示的なセットアッププロセス６００を示す。図６は、ネットワークに加わり、１または複
数のユーザ機器またはユーザデバイスのためにサービスを強化する際に、ネットワーク事
業者（例えば、サービスプロバイダ従業員）によって展開されるサービスエンハンサによ
り実行されるプロセス６００を示す。プロセス６００は、事業者によって展開される専用
の端末またはデバイスであるサービスエンハンサにより実行され、セットアップは、ネッ
トワーク支援型またはネットワーク独立であることが可能である。
【００８４】
　ブロック６０２において、サービスエンハンサが、サービスエンハンサの必要性に基づ
いて決定されたロケーションに、ネットワーク事業者によって展開される、または物理的
に設置される。この展開は、サービスエンハンサを電源に接続すること、および／または
サービスエンハンサの電源ををオンにすること、もしくは作動させることをさらに含む。
例えば、サービスエンハンサは、弱いネットワークカバレッジが存在する建造物内のロケ
ーションに展開される。別の例として、サービスエンハンサは、多くのデバイスが存在し
て、限られたネットワークリソースを求めてデバイスが競合しているロケーションに設置
される。サービスエンハンサは、モバイルロケーション（例えば、スポーツイベントにお
ける車両、列車など）において展開されることも可能である。
【００８５】
　ブロック６０４において、登録要求が送信される。登録要求は、サービスエンハンサが
ネットワーク上の特定のデバイスと通信することができるようになるのに先立って実行さ
れるハンドシェークプロセスの一環である。サービスエンハンサは、その自らのプレゼン
スを告知し、サービスエンハンサは、その能力を含む登録要求をネットワークに送信する
。例えば、登録要求は、サービスエンハンサおよびネットワークと通信するのに使用され
ることが可能な通信帯域、通信スキーム、変調、および伝送技術を含むことが可能である
。
【００８６】
　ブロック６０６において、確認が受信される。ネットワークは、サービスエンハンサが
サービスエンハンサにおけるネットワークにおいて機能することを確認する確認通知をサ
ービスエンハンサに送信する。例えば、ネットワークは、サービスエンハンサを、セルラ
電話として機能するものとしてではなく、１または複数のセル電話にサービスを提供する
デバイスとして確認することが可能である。
【００８７】
　ブロック６０８において、クライアントセットに関連付けられた情報が、オプションと
して送信される。サービスエンハンサが、閉じられたクライアントセット、または隣接す
るデバイスの発見されたセットをネットワークに送信する。例えば、サービスエンハンサ
は、サービスエンハンサに対して近接して配置された５つのセル電話またはラップトップ
が存在することを報告し、サービスエンハンサは、各デバイスに関連付けられた一意の識
別子（例えば、モバイル機器識別子（ＭＥＩＤ））を報告することが可能である。サービ
スエンハンサは、その５つのセル電話またはラップトップが、現在、弱いネットワーク信
号を有すること、もしくはまったくネットワーク信号を有しないこと、およびサービスエ
ンハンサが、デバイスのそれぞれに向上したサービスアクセスを提供することができるこ
とをさらに報告することが可能である。サービスエンハンサは、ネットワークとは独立に
、サービスエンハンサが、５つのセル電話またはラップトップに対して強い信号チャネル
を有する一方で、５つのセル電話またはラップトップがネットワークに対して弱い信号チ
ャネルを有することを決定することができる。
【００８８】
　ブロック６１０において、構成情報が受信される。基地局からサービスエンハンサにデ
ータを送信するのに使用される周波数帯域および符号化スキームを含む構成情報が、基地
局、またはネットワークの他の部分からサービスエンハンサによって受信される。基地局
は、サービスエンハンサに、サービスエンハンサが将来に認識され得るように使用される
べき一意の識別子（ＩＤ）を送信する。
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【００８９】
　ブロック６１２において、サービスエンハンサとクライアントのリンクがセットアップ
される。サービスエンハンサが、１または複数のクライアントと通信するのに使用される
周波数帯域情報および符号化スキームアーキテクチャ情報をクライアントデバイスに送信
する。クライアントは、周波数帯域情報および符号化スキーム情報を受信し、その情報を
確認して、その結果、サービスエンハンサとクライアントのリンクが確立されることを可
能にする。
【００９０】
　ブロック６１４において、サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けられ
た情報が送信される。サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けられた情報
は、サービスエンハンサとクライアントの間で確立されたリンクの１または複数の指標を
含む。サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けられた情報は、ネットワー
クに送信される。
【００９１】
　ブロック６１６において、データが通信される。ダウンリンクデータが、基地局からサ
ービスエンハンサを介してクライアントに通信される。クライアントからのアップリンク
データが、クライアントからサービスエンハンサを介して基地局に通信される。データは
、データをクライアントに、およびネットワークに送信するのに先立って、サービスエン
ハンサによって処理される。
【００９２】
　図７は、本発明の実施形態による、事業者によって展開されるサービスエンハンサのセ
ットアップ中にネットワーク構成要素によって実行される例示的なプロセス７００を示す
。図７は、サービスエンハンサのセットアップ中に基地局または他のネットワーク構成要
素によって実行されるプロセス７００を示す。プロセス７００は、一般に、サービスエン
ハンサと連携して１または複数のネットワーク構成要素によって実行され、セットアップ
は、ネットワーク支援型またはネットワーク独立であることが可能である。
【００９３】
　ブロック７０２において、サービスエンハンサの必要性が、ネットワーク構成要素によ
って決定され、サービス問題、問題のある接続などの報告に基づくことが可能である。サ
ービスエンハンサの必要性は、デッドゾーン報告、ホットスポット（例えば、何らかの時
点で多くのデバイスが存在する区域）、エネルギー節約要件、カバレッジ拡大などに基づ
いてさらに決定されることが可能である。例えば、基地局が、ネットワークの端部に１ま
たは複数のデバイスが存在することを、その１または複数のデバイスに対する検出された
弱い信号、または弱い接続に基づいて決定することが可能である。その１または複数デバ
イスに対する弱い接続は、それらのそれぞれのバッテリ寿命を短くし、このため、サービ
スエンハンサの必要性は、より良好な信号を獲得しようと試みてエネルギーを費やす代わ
りにバッテリ寿命を保つ関心に基づくことが可能である。
【００９４】
　ブロック７０４において、サービスエンハンサに関する指標が、例えば、グラフィカル
ユーザインターフェースを有するシステムに送信されて、事業者が、サービスエンハンサ
の必要性、ならびにサービスエンハンサが必要とされるロケーションについて知らされる
ことを可能にする。
【００９５】
　ブロック７０６において、登録要求が、基地局または他のネットワーク構成要素におい
て、展開されているサービスエンハンサから受信される。登録要求は、本明細書で説明さ
れるとおり、サービスエンハンサによってサポートされる通信スキームを含む能力を含む
ことが可能である。
【００９６】
　ブロック７０８において、確認が送信される。確認は、サービスエンハンサによって送
信された登録要求を承認し、サービスエンハンサがネットワークに対してサービスエンハ
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ンサとして機能することを承認する。
【００９７】
　ブロック７１０において、クライアントセットに関連付けられた情報が受信される。そ
の情報は、サービスエンハンサのクライアントセットの中のクライアントの識別子を含む
。
【００９８】
　ブロック７１２において、構成情報が送信される。その構成情報は、１または複数のネ
ットワーク構成要素によって決定され、サービスエンハンサが基地局または他のネットワ
ーク構成要素と通信する際に使用する構成情報を含む。
【００９９】
　ブロック７１４において、リンク確立に関連付けられた情報が受信される。リンク確立
に関連付けられた情報は、サービスエンハンサと１または複数のクライアントの間のリン
クに関連付けられた情報を含む。
【０１００】
　ブロック７１６において、データが、サービスエンハンサおよびクライアントに通信さ
れる。いくつかの実施形態において、制御プレーン情報が、クライアントに直接に通信さ
れる一方で、他のデータ通信は、サービスエンハンサを介してクライアントに通信される
。
【０１０１】
　図８は、本発明の実施形態による、サービスエンハンサとして機能するように自主提供
されたデバイスの例示的なセットアッププロセス８００を示す。図８は、サービスエンハ
ンサとして機能するように自主提供されており、サービスエンハンサとしてネットワーク
に加わり、１または複数のユーザ機器またはユーザデバイスのためにサービスを強化する
ことになるデバイスによって実行されるプロセス８００を示す。プロセス８００は、ユー
ザのスマートフォン、セル電話、ラップトップ、タブレットなどによって実行されること
が可能であり、セットアップは、ネットワーク支援型またはネットワーク独立であること
が可能である。
【０１０２】
　ブロック８０２において、サービスエンハンサとして動作するための設定が構成される
。いくつかの実施形態において、ユーザが、サービスエンハンサとしてネットワークによ
って使用されるべき彼の、または彼女のデバイス上で設定を構成することが可能である。
例えば、設定は、ユーザ機器がアイドルである場合にユーザ機器をサービスエンハンサと
して使用することを含むことが可能である。設定は、しきい値、例えば、電話が、しきい
値を超える処理パワーおよび／またはバッテリ寿命を有することに基づいて、利用可能で
あることが可能である。
【０１０３】
　ブロック８０４において、デバイスがサービスエンハンサの役割をするように動作可能
であることの指示が送信される。また、その指示は、ユーザ機器が、ネットワークによっ
て決定されるとおり、特定の時点で、条件（例えば、アイドルである）に基づいて、特定
のロケーションにおいてサービスエンハンサの役割をするように自主提供されていること
も示す。指標は、サービスエンハンサの役割をすることが可能なデバイスのリストを生成
するのに使用される。
【０１０４】
　ブロック８０６において、サービスエンハンサの役割をするようデバイスに求める要求
が受信される。いくつかの実施形態において、デバイスが、サービスエンハンサの役割を
するよう求めるブロードキャスト要求を、サービスエンハンサが識別された領域（例えば
、デッドゾーン、デッドゾーンの近く、または多くのワイヤレスデバイスを有する区域な
ど）内にあることに基づいて受信する。
【０１０５】
　ブロック８０８において、利用可能な情報が送信される。いくつかの実施形態において
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、デバイスが、それが利用可能であり、かつサービスエンハンサの役割をすることができ
る（例えば、自主提供された）ことを示すことが可能である。
【０１０６】
　ブロック８１０において、試験データが受信され、利用可能性、能力、強化されたサー
ビスの利益を得ることが可能なデバイスまでの距離、およびセキュリティ対策などを含む
が、以上には限定されない様々なメトリックに関して、１または複数の自主提供されたデ
バイスの有用性を評価するのに使用される。
【０１０７】
　ブロック８１２において、試験データに対する応答が送信される。応答は、サービスエ
ンハンサの役割をするように自主提供されているデバイスの能力、信号強度、他のデバイ
スまでの距離、およびセキュリティ対策などを含むことが可能である。
【０１０８】
　ブロック８１４において、確認が受信され、ネットワーク構成要素（例えば、基地局）
が、ユーザ機器がサービスエンハンサの役割をすることを受け入れたことを示すことが可
能である。ネットワークが、サービスエンハンサがサービスエンハンサおけるネットワー
クにおいて機能することを確認する確認をサービスエンハンサに送信する。例えば、ネッ
トワークは、サービスエンハンサを、セルラ電話としてではなく、１または複数のセル電
話にサービスを提供するデバイスとして確認することが可能である。
【０１０９】
　ブロック８１６において、クライアントセットに関連付けられた情報が、オプションと
して送信される。サービスエンハンサが、閉じられたクライアントセット、または隣接す
るデバイスの発見されたセットをネットワークに送信することが可能である。例えば、サ
ービスエンハンサは、サービスエンハンサに対して近接して配置された５つのセル電話ま
たはラップトップが存在することを報告することが可能であり、サービスエンハンサは、
各デバイスに関連付けられた一意の識別子（例えば、モバイル機器識別子（ＭＥＩＤ））
を報告することが可能である。サービスエンハンサは、その５つのセル電話またはラップ
トップが、現在、弱いネットワーク信号を有すること、もしくはまったくネットワーク信
号を有しないこと、およびサービスエンハンサが、デバイスのそれぞれに向上したサービ
スアクセスを提供することができることをさらに報告することが可能である。サービスエ
ンハンサは、ネットワークとは独立に、それが、５つのセル電話またはラップトップに対
して強い信号チャネルを有する一方で、５つのセル電話またはラップトップがネットワー
クに対して弱い信号チャネルを有することを決定することができる。
【０１１０】
　ブロック８１８において、構成情報が受信される。基地局からサービスエンハンサにデ
ータを送信するのに使用される周波数帯域および符号化スキームを含む構成情報が、基地
局、またはネットワークの他の部分からサービスエンハンサによって受信される。基地局
、ネットワークなどは、サービスエンハンサに、サービスエンハンサが将来に認識され得
るように一意の識別子（ＩＤ）を送信することが可能である。
【０１１１】
　ブロック８２０において、サービスエンハンサとクライアントのリンクがセットアップ
される。サービスエンハンサが、１または複数のクライアントと通信するのに使用される
周波数帯域および符号化スキームアーキテクチャをクライアントデバイスに送信する。ク
ライアントは、周波数帯域情報および符号化スキーム情報を受信し、その情報を確認して
、その結果、サービスエンハンサとクライアントのリンクが確立されることを可能にする
。
【０１１２】
　ブロック８２２において、サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けられ
た情報が送信される。サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けられた情報
は、サービスエンハンサとクライアントの間で確立されたリンクの１または複数の指標を
含むことが可能である。サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けられた情
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報は、ネットワークに送信される。
【０１１３】
　ブロック８２４において、データが通信される。ダウンリンクデータが、基地局からサ
ービスエンハンサを介してクライアントに通信される。クライアントからのアップリンク
データが、クライアントからサービスエンハンサを介して基地局に通信される。データは
、クライアントに、およびネットワークに送信するのに先立って、サービスエンハンサに
よって処理される。
【０１１４】
　基地局が、サービスエンハンサからデータを受信しているそれぞれのデバイスに向かう
ことになるデータの各部分に関するそれぞれの指標を提供することが可能である。サービ
スエンハンサの役割をするデバイスが、その一意の識別子、および通信スキーム（例えば
、周波数帯域、伝送スキームなど）を含む１または複数のメッセージを、サービスエンハ
ンサを介してサービスを受信するデバイスのそれぞれに送信する。いくつかの実施形態に
おいて、サービスエンハンサの役割をするデバイスとそこからサービスを得ている１また
は複数のデバイスの間で通信をセットアップするハンドシェークプロセスが実行される。
いくつかの実施形態において、サービスエンハンサ機能を実行している２つのデバイスが
、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信を介して互いに通信することが可能である。
【０１１５】
　図９は、本発明の実施形態による、サービスエンハンサとして機能するように自主提供
されたデバイスのセットアップ中にネットワーク構成要素によって実行される例示的なプ
ロセス９００を示す。プロセス９００は、サービスエンハンサとしてのユーザ機器のセッ
トアップ中に基地局または他のネットワーク構成要素によって実行される。プロセス９０
０は、一般に、プロセス８００を実行するユーザのスマートフォン、セル電話、ラップト
ップ、タブレットなどと連携して実行され、セットアップは、ネットワーク支援型または
ネットワーク独立であることが可能である。
【０１１６】
　ブロック９０２において、サービスエンハンサの必要性が、例えば、ブロック７０２の
説明のとおり、決定される。
【０１１７】
　ブロック９０４において、サービスエンハンサに関する指標が送信される。その指標は
、グラフィカルユーザインターフェースを含むシステムに送信されて、事業者が、サービ
スエンハンサの必要性、ならびにサービスエンハンサが必要とされるロケーションなどに
ついて知らされることを可能にすることが可能である。
【０１１８】
　ブロック９０６において、利用可能な指標が受信される。その利用可能な指標は、デバ
イスから受信され、そのデバイスが利用可能であり、かつサービスエンハンサの役割をす
ることができる（例えば、自主提供された）ことを示す。
【０１１９】
　ブロック９０８において、試験データが送信される。試験データは、良好なアクセス、
能力（例えば、処理パワー、通信のサポートされる方法など）、強化されたサービスの利
益を得ることが可能なデバイスまでの距離、およびセキュリティ対策（例えば、そのセキ
ュリティ対策は、最新である）などを含むが、以上には限定されない様々なメトリックに
関して、１または複数の自主提供されたデバイスの有用性を評価するのに使用される。
【０１２０】
　ブロック９１０において、試験データに対する応答が送信される。試験データに対する
応答は、サービスエンハンサの役割をするように自主提供されているデバイスの能力、信
号強度、他のデバイスまでの距離、およびセキュリティ対策などを含むことが可能である
。
【０１２１】
　ブロック９１２において、サービスエンハンサの確認および受入れが送信される。いく
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つかの実施形態において、ネットワーク構成要素が、サービスエンハンサの役割をするよ
うに自主提供されている利用可能なデバイスの中から選択することが可能である（例えば
、特定のデバイスに関する試験データに対する応答に基づいて）。サービスエンハンサの
確認および受入れは、サービスエンハンサの役割をするように自主提供された選択された
デバイスに送信される。例えば、サービスエンハンサの役割をするように自主提供されて
いる２つのデバイスが、サービス強化を必要としているデバイスのセットの近くにある場
合、ネットワークは、サービスエンハンサの役割をするように自主提供されているその２
つのデバイスのうちの１つを選択することが可能である。
【０１２２】
　ブロック９１４において、クライアントセットに関連付けられた情報が受信される。そ
の情報は、サービスエンハンサの１または複数のデバイス（例えば、サービスエンハンサ
の近くのデバイス）クライアントセットの識別子を含むことが可能である。
【０１２３】
　ブロック９１６において、構成情報が送信される。構成情報は、１または複数のネット
ワーク構成要素によって決定され、サービスエンハンサが基地局または他のネットワーク
構成要素と通信する際に使用する構成情報を含む。
【０１２４】
　ブロック９１８において、リンク確立に関連付けられた情報が受信される。リンク確立
に関連付けられた情報は、サービスエンハンサと１または複数のクライアントの間のリン
クに関連付けられた情報を含むことが可能である。
【０１２５】
　ブロック９２０において、サービスエンハンサおよびクライアントにデータが通信され
る。いくつかの実施形態において、制御プレーン情報が、クライアントに直接に通信され
る一方で、他のデータ通信は、サービスエンハンサを介してクライアントに通信される。
【０１２６】
　図１０は、本発明の実施形態による、サービスエンハンサデバイスとして機能するよう
にネットワークによって割り当てられたデバイスの例示的なセットアッププロセス１００
０を示す。プロセス１０００は、サービスエンハンサ（例えば、サービスエンハンサ１０
４）として機能するようにネットワーク構成要素（例えば、基地局１０２）によって割り
当てられており、１または複数のユーザ機器またはユーザデバイスのためにサービスを強
化するようにネットワークに加わることになるデバイスによって実行される。プロセス１
０００は、ユーザのスマートフォン、セル電話、ラップトップ、タブレットなどによって
実行されることが可能であり、セットアップは、ネットワーク支援型またはネットワーク
独立であることが可能である。
【０１２７】
　ブロック１００２において、サービスエンハンサの役割をするよう求める要求が受信さ
れる。要求は、サービスエンハンサの役割をするのに十分であると１または複数のネット
ワーク構成要素によって決定された能力を有するデバイスにおいて受信される。いくつか
の実施形態において、デバイスが、サービスエンハンサの役割をするよう求める要求を、
サービスエンハンサが識別された領域（例えば、デッドゾーン、デッドゾーンの近く、ま
たは多くのワイヤレスデバイスを有する区域など）内にあることに基づいて受信すること
が可能である。
【０１２８】
　ブロック１００４において、確認が１または複数のネットワーク構成要素に送信され、
デバイスがサービスエンハンサの役割をするように利用可能であるという指標を含む。
【０１２９】
　ブロック１００６において、割当て指標が受信される。割当て指標は、デバイスがサー
ビスエンハンサとして機能するように割り当てられるように選択されていることを示すこ
とが可能である。
【０１３０】
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　ブロック１００８において、クライアントセットに関連付けられた情報が、オプション
として送信される。サービスエンハンサが、閉じられたクライアントセット、または隣接
するデバイスの発見されたセットをネットワークに送信することが可能である。例えば、
サービスエンハンサは、サービスエンハンサに対して近接して配置された５つのセル電話
またはラップトップが存在することを報告することが可能であり、サービスエンハンサは
、各デバイスに関連付けられた一意の識別子（例えば、モバイル機器識別子（ＭＥＩＤ）
）を報告することが可能である。サービスエンハンサは、その５つのセル電話またはラッ
プトップが、現在、弱いネットワーク信号を有すること、もしくはまったくネットワーク
信号を有しないこと、およびサービスエンハンサが、デバイスのそれぞれに向上したサー
ビスアクセスを提供することができることをさらに報告することが可能である。サービス
エンハンサは、ネットワークとは独立に、サービスエンハンサが、５つのセル電話または
ラップトップに対して強い信号チャネルを有する一方で、５つのセル電話またはラップト
ップがネットワークに対して弱い信号チャネルを有することを決定することができる。
【０１３１】
　ブロック１０１０において、構成情報が受信される。基地局からサービスエンハンサに
データを送信するのに使用される周波数帯域および符号化スキームを含む構成情報が、基
地局、またはネットワークの他の部分からサービスエンハンサによって受信される。基地
局、ネットワークなどは、サービスエンハンサに、サービスエンハンサが将来に認識され
得るように一意の識別子（ＩＤ）を送信することが可能である。
【０１３２】
　ブロック１０１２において、サービスエンハンサとクライアントのリンクがセットアッ
プされる。サービスエンハンサが、１または複数のクライアント（例えば、セルラ電話、
ラップトップ、タブレットなど）と通信するのに使用される周波数帯域および符号化スキ
ームアーキテクチャ（例えば、ＴＵＥ、コンピューティングデバイス１１６～１１８など
）をクライアントデバイスに送信する。クライアントは、周波数帯域情報および符号化ス
キーム情報を受信し、その情報を確認して、その結果、サービスエンハンサとクライアン
トのリンクが確立されることを可能にすることが可能である。
【０１３３】
　ブロック１０１４において、サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けら
れた情報が送信される。サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けられた情
報は、サービスエンハンサとクライアントの間で確立されたリンクの１または複数の指標
を含むことが可能である。サービスエンハンサとクライアントのリンクに関連付けられた
情報は、ネットワーク（例えば、基地局）に送信される。
【０１３４】
　ブロック１０１６において、データが通信される。ダウンリンクデータが、サービスエ
ンハンサを介して基地局からクライアントに通信することが可能である。クライアントか
らのアップリンクデータが、サービスエンハンサを介してクライアントから基地局に通信
される。データは、クライアントに、およびネットワークに送信するのに先立って、サー
ビスエンハンサによって処理される（例えば、復号される、変換されるなど）。
【０１３５】
　基地局が、サービスエンハンサからデータを受信しているそれぞれのデバイスに向かう
ことになるデータの各部分に関するそれぞれの指標を提供することが可能である。サービ
スエンハンサの役割をするデバイスが、その一意の識別子、および通信スキーム（例えば
、周波数帯域、伝送スキームなど）を含む１または複数のメッセージを、サービスエンハ
ンサを介してサービスを受信するデバイスのそれぞれに送信する。いくつかの実施形態に
おいて、サービスエンハンサの役割をするデバイスとサービスエンハンサからサービスを
得ている１または複数のデバイスの間で通信をセットアップするハンドシェークプロセス
が実行される。いくつかの実施形態において、サービスエンハンサ機能を実行している２
つのデバイスが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信を介して互いに通信することが可
能である。
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【０１３６】
　図１１は、本発明の実施形態による、サービスエンハンサとして機能するようにネット
ワークによって割り当てられたデバイスのセットアップ中にネットワーク構成要素によっ
て実行される例示的なプロセス１１００を示す。プロセス１１００は、サービスエンハン
サ（例えば、サービスエンハンサ１０４）として機能するようにするユーザ機器のセット
アップおよび割当て中に基地局（例えば、基地局１０２）または他のネットワーク構成要
素（例えば、バックボーンサーバ、バックホールサーバ、ワイヤレスデバイスなど）によ
って実行される。プロセス１１００は、一般に、プロセス１０００を実行するユーザのス
マートフォン、セル電話、ラップトップ、タブレットなどと連携して実行され、セットア
ップは、ネットワーク支援型またはネットワーク独立であることが可能である。
【０１３７】
　ブロック１１０２において、可能なサービスエンハンサのリストが保持される。いくつ
かの実施形態において、１または複数のネットワーク構成要素が、サービスエンハンサの
役割をすることが可能な潜在的で一時的なデバイスのリストを保持することが可能である
。例えば、１または複数のネットワーク構成要素が、強い信号接続、能力、ロケーション
などを有するユーザ機器を追跡することが可能である。
【０１３８】
　ブロック１１０４において、サービスエンハンサの必要性が、ブロック７０２の説明の
とおり、決定される。
【０１３９】
　ブロック１１０６において、サービスエンハンサの役割をするデバイスが選択され、要
求がデバイスに送信される。いくつかの実施形態において、１または複数のデバイスが、
本明細書で説明されるとおり、ロケーション、接続信号強度、および能力に基づいて選択
される。
【０１４０】
　ブロック１１０８において、サービスエンハンサの利用可能性の確認が受信される。そ
の確認は、そのデバイスが、要求に応答してサービスエンハンサの役割をするように利用
可能であることを示すことが可能である。
【０１４１】
　ブロック１１１０において、デバイス割当てが、サービスエンハンサとして機能するよ
うに割り当てられたデバイスに送信され、そのデバイスがサービスエンハンサとして機能
するように割り当てられているという指示を含む。
【０１４２】
　ブロック１１１２において、クライアントセットに関連付けられた情報が受信される。
その情報は、サービスエンハンサのクライアントセットとしての１または複数のデバイス
（例えば、サービスエンハンサの近くのデバイス）の識別子を含むことが可能である。
【０１４３】
　ブロック１１１４において、構成情報が送信され、１または複数のネットワーク構成要
素によって決定され、サービスエンハンサが基地局または他のネットワーク構成要素と通
信する際に使用する情報を含む。
【０１４４】
　ブロック１１１６において、リンク確立に関連付けられた情報が受信される。リンク確
立に関連付けられた情報は、サービスエンハンサと１または複数のクライアントの間のリ
ンクに関連付けられた情報を含むことが可能である。
【０１４５】
　ブロック１１１８において、データが、サービスエンハンサおよびクライアントに通信
される。いくつかの実施形態において、制御プレーン情報が、クライアントに直接に通信
される一方で、他のデータ通信は、サービスエンハンサを介してクライアントに通信され
る。
【０１４６】
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　図１２は、本発明の様々な実施形態による、ネットワーク支援されたサービスエンハン
サ発見プロセスおよびオフロードプロセスに関連付けられた例示的な通信信号を示す。例
示的な通信図１２００が、クライアント１２０２（例えば、コンピューティングデバイス
１１６、コンピューティングデバイス１１８など）と、サービスエンハンサ１２０４（例
えば、サービスエンハンサ１０４）と、基地局１２０６（例えば、基地局１０２）とを含
む。図１２は、クライアント１２０２とサービスエンハンサ１２０４と基地局１２０６の
間の例示的な通信を示す。クライアント１２０２は、基地局１２０６に関連付けられたネ
ットワークを介して通信している際に限られた信号強度を有するワイヤレス接続を有する
デバイス（例えば、スマートフォン、セル電話、ラップトップ、タブレットなど）である
ことが可能である。サービスエンハンサ１２０４は、本明細書で説明されるとおり、自主
提供されている、サービスを拡大するために構成された特化されたデバイスである。
【０１４７】
　基地局１２０６が、クライアント１２０２に通知１２２０を送信する。通知１２２０は
、クライアント１２０２の近傍におけるサービスエンハンサ１２０４のプレゼンスの指標
、および／またはクライアント１２０２がサービスエンハンサ１２０４に通信（例えば、
ユーザプレーン通信）をオフロードする要求を含むことが可能である。次に、クライアン
ト１２０２が、クライアント１２０２にサービス（例えば、データ通信）を提供するよう
サービスエンハンサ１２０４に要求１２３０を送信することが可能である。次に、サービ
スエンハンサ１２０４が、サービスを提供する受入れの指示を含む応答１２３２をクライ
アント１２０２に送信することが可能である。次に、サービスエンハンサ１２０４が、オ
プションとして、通信がサービスエンハンサ１２０４にオフロードされることを要求し、
クライアント１２０２のためのデータがサービスエンハンサ１２０４に送信されることも
要求する通知１２３４を基地局１２０６に送信することが可能である。クライアント１２
０２は、オプションとして、サービスエンハンサ１２０４への通信オフロードを要求し、
クライアント１２０２のためのデータがサービスエンハンサ１２０４に送信されることを
要求する通知１２４０を基地局１２０６に送信することが可能である。次に、基地局１２
０６は、データ１２３６（クライアント１２０２のための）をサービスエンハンサ１２０
４に送信することが可能である。次に、サービスエンハンサ１２０４が、データ１２３６
を（データ１２３８として）クライアント１２０２に送信する。サービスエンハンサ１２
０４は、クライアント１２０２に送信するためにデータ１２３６を変形する（例えば、再
符号化する）ことが可能である。
【０１４８】
　クライアント１２０２が、基地局１２０６にサブスクライブされる。基地局１２０６が
、クライアント１２０２に関する制御プレーン情報をサービスエンハンサ１２０４および
クライアント１２０２に送信する。サービスエンハンサ１２０４は、データだけをクライ
アント１２０２に送信することが可能である。
【０１４９】
　図１３は、様々な実施形態による、ネットワーク独立のサービスエンハンサ発見プロセ
スおよびオフロードプロセスに関連付けられた例示的な通信を示す。例示的な通信図１３
００が、クライアント１３０２（例えば、コンピューティングデバイス１１６、コンピュ
ーティングデバイス１１８など）と、サービスエンハンサ１３０４（例えば、サービスエ
ンハンサ１０４）と、基地局１３０６（例えば、基地局１０２）とを含む。図１３は、ク
ライアント１３０２と、サービスエンハンサ１３０４と、基地局１３０６との間の例示的
な通信を示す。クライアント１３０２は、基地局１３０６に関連付けられたネットワーク
に対して限られた信号強度および通信強度を有するワイヤレス接続を有するデバイス（例
えば、スマートフォン、セル電話、ラップトップ、タブレットなど）である。サービスエ
ンハンサ１３０４は、自主提供されている、サービスを拡大するために構成された特化さ
れたデバイスである。
【０１５０】
　サービスエンハンサ１３０４が、クライアント１３０２にビーコン１３３０を送信する
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。ビーコン１３３０は、サービスエンハンサ１３０４が、サービスエンハンサ１３０４の
近くに近接して配置されたデバイスにサービス（例えば、向上した通信）を提供するよう
に利用可能であるという指標を含む。クライアント１３０２が、ビーコン１３３０を識別
し、ビーコン１３３０および関連付けられた応答に応答すべきかどうかを決定する（例え
ば、サービスエンハンサ１３０４を介してデータを受信する機会を受け入れて、または拒
否して）。次に、クライアント１３０２が、クライアント１３０２のためのデータがサー
ビスエンハンサ１３０４から送信されることを要求する要求１３３２を送信することが可
能である。
【０１５１】
　次に、サービスエンハンサが、要求１３３０の受入れの指示を含む応答１３３２を送信
することが可能である。次に、サービスエンハンサ１３０４が、クライアント１３０２か
らの要求を受け入れる応答１３３４を送信する。次に、サービスエンハンサ１３０４が、
オプションとして、サービスエンハンサ１３０４に通信をオフロードすることを要求し、
クライアント１３０２のためのデータがサービスエンハンサ１３０４に送信されることを
要求する通知１３３６を基地局１３０６に通信することが可能である。クライアント１３
０２は、オプションとして、サービスエンハンサ１３０４に通信をオフロードすることを
要求し、クライアント１３０２のためのデータがサービスエンハンサ１３０４に送信され
ることを要求する通知１３４２を基地局１３０６に送信することが可能である。次に、基
地局１３０６が、サービスエンハンサ１３０４にデータ１３３８（クライアント１３０２
のための）を送信することが可能である。次に、サービスエンハンサ１３０４が、クライ
アント１３０２にデータ１３３８を（データ１３４０として）送信する。サービスエンハ
ンサ１３０４は、クライアント１３０２に送信するためにデータ１３３８を変形する（例
えば、再符号化する）ことが可能である。
【０１５２】
　クライアント１３０２が、基地局１３０６にサブスクライブされる。サービスエンハン
サ１３０４発見プロセスが、基地局１３０６とは独立にクライアント１３０２において実
行される。基地局１３０６からの制御プレーン情報およびユーザプレーン情報が、クライ
アント１３０２において、基地局１３０６から制御プレーンおよびユーザプレーンを受信
するサービスエンハンサ１３０４から受信される。
【０１５３】
　図１４は、様々な実施形態による、ネットワーク支援されたサービスエンハンサ発見プ
ロセスおよびオフロードプロセスに関連付けられた例示的な通信を示す。例示的な通信図
１４００が、クライアント１４０２（例えば、コンピューティングデバイス１１６、コン
ピューティングデバイス１１８など）と、サービスエンハンサ１４０４（例えば、サービ
スエンハンサ１０４）と、基地局１４０６（例えば、基地局１０２）とを含む。図１４は
、ネットワーク支援された発見およびサービスエンハンサ１４０４へのユーザプレーンオ
フロード中のクライアント１４０２とサービスエンハンサ１４０４と基地局１４０６の間
の例示的な通信を示す。クライアント１４０２は、基地局１４０４に関連付けられたネッ
トワークを介して限られた信号強度および通信強度を有するワイヤレス接続を有するデバ
イス（例えば、スマートフォン、セル電話、ラップトップ、タブレットなど）である。サ
ービスエンハンサ１４０４は、本明細書で説明されるとおり、サービスエンハンサとして
機能するように自主提供されている、または割り当てられている、サービスを拡大するた
めに構成された特化されたデバイスまたはユーザの機器である。
【０１５４】
　基地局１４０６が、クライアント１４０２に通知１４２０を送信する。通知１４２０は
、クライアント１４０２の近傍におけるサービスエンハンサ１４０４のプレゼンスの指標
を含むことが可能である。サービスエンハンサ１４０４が、クライアント１４０２にビー
コン１４３０を送信する。ビーコン１４３０は、サービスエンハンサ１４０４が、サービ
スエンハンサ１４０４に近接して配置されたデバイスにサービス（例えば、向上した通信
）を提供するように利用可能であるという指標を含む。クライアント１４０２が、ビーコ
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ン１４３０を識別し、ビーコン１４３０および関連付けられた応答に応答すべきかどうか
を決定する（例えば、サービスエンハンサ１４０４を介してデータを受信する機会を受け
入れて、または拒否して）。次に、クライアント１４０２が、クライアント１４０２のた
めのデータがサービスエンハンサ１４０４から送信されることを要求する要求１４３２を
送信することが可能である。
【０１５５】
　次に、サービスエンハンサが、要求１４３２の受入れの指示を含む応答１４３４を送信
することが可能である。次に、サービスエンハンサ１４０４は、オプションとして、サー
ビスエンハンサ１４０４に通信をオフロードすることを要求し、クライアント１４０２の
ためのデータがサービスエンハンサ１４０４に送信されることを要求する通知１４３６を
基地局１４０６に送信することが可能である。クライアント１４０２は、オプションとし
て、サービスエンハンサ１４０４に通信をオフロードすることを要求し、クライアント１
４０２のためのデータがサービスエンハンサ１４０４に送信されることを要求する通知１
４４２を基地局１４０６に送信することが可能である。次に、基地局１４０６が、サービ
スエンハンサ１４０４にデータ１４３８（クライアント１４０２のための）を送信するこ
とが可能である。次に、サービスエンハンサ１４０４が、クライアント１４０２にデータ
１４３８を（データ１４４０として）送信する。サービスエンハンサ１４０４は、クライ
アント１４０２に送信するためにデータ１４３８を変形する（例えば、再符号化する）こ
とが可能である。
【０１５６】
　クライアント１４０２が、基地局１４０６にサブスクライブされる。基地局１４０６が
、サービスエンハンサ１４０４において受信される制御プレーン情報およびユーザプレー
ン情報を送信する。サービスエンハンサ１４０４は、制御プレーンを無効にし、ユーザプ
レーンと制御プレーンの両方をクライアント１４０２に送信することが可能である。
【０１５７】
　図１５は、様々な実施形態による、ネットワーク独立のサービスエンハンサ発見プロセ
スおよびオフロードプロセスに関連付けられた例示的な通信を示す。例示的な通信図１５
００が、クライアント１５０２（例えば、コンピューティングデバイス１１６、コンピュ
ーティングデバイス１１８など）と、サービスエンハンサ１５０４（例えば、サービスエ
ンハンサ１０４）と、基地局１５０６（例えば、基地局１０２）とを含む。図１５は、ネ
ットワーク独立の発見およびサービスエンハンサ１５０４へのユーザプレーンオフロード
中のクライアント１５０２とサービスエンハンサ１５０４と基地局１５０６の間の例示的
な通信を示す。クライアント１５０２は、基地局１５０６に関連付けられたネットワーク
を介して限られた信号強度および通信強度を有するワイヤレス接続を有するデバイス（例
えば、スマートフォン、セル電話、ラップトップ、タブレットなど）である。サービスエ
ンハンサ１５０４は、本明細書で説明されるとおり、サービスエンハンサとして機能する
ように自主提供されている、または割り当てられている、サービスを拡大するために構成
された特化されたデバイスまたはユーザの機器である。
【０１５８】
　サービスエンハンサ１５０４が、クライアント１５０２にビーコン１５２０を送信する
。ビーコン１５２０は、サービスエンハンサ１５０４が、サービスエンハンサ１５０４に
近接して配置されたデバイスにサービス（例えば、通信）を提供するように利用可能であ
るという指標を含む。クライアント１５０２が、ビーコン１５２０を識別し、ビーコン１
５２０および関連付けられた応答に応答すべきかどうかを決定する（例えば、サービスエ
ンハンサ１５０４を介してデータを受信する機会を受け入れて、または拒否して）。次に
、クライアント１５０２が、クライアント１５０２がサービスエンハンサ１５０４からサ
ービス（例えば、データ）を受信することを所望することをサービスエンハンサ１５０４
に対して確認する確認１５２２を送信することが可能である。
【０１５９】
　次に、クライアント１５０２が、基地局１５０６に要求１５３０を送信することが可能
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である。要求１５３０は、基地局１５０６から、サービスエンハンサ１５０４からデータ
を受信する許可を求める要求である。基地局１５０６が、本明細書で説明されるとおり、
サービスエンハンサ１５０４の能力に基づいて決定を行うことが可能である。基地局１５
０６による決定は、１または複数のネットワーク構成要素（例えば、バックボーン、サー
バなど）による決定に基づく。次に、基地局１５０６が、許可を与える、または拒否する
指標を送信することが可能である。基地局１５０６が許可を与える場合、基地局１５０６
がクライアント１５０２に、サービス（例えば、データ通信）のためにサービスエンハン
サ１５０４を使用する許可を与えるという指標を有する応答１５３２が、クライアント１
５０２に送信される。
【０１６０】
　次に、クライアント１５０２が、クライアント１５０２のためのデータがサービスエン
ハンサ１５０４から送信されることを要求する要求１５４０を送信することが可能である
。次に、サービスエンハンサ１５０４が、要求１５４０の受入れの指示を含む応答１５４
２を送信することが可能である。次に、サービスエンハンサ１５０４が、オプションとし
て、クライアント１５０２との通信をサービスエンハンサ１５０４にオフロードすること
を要求し、クライアント１５０２のためのデータがサービスエンハンサ１５０４に送信さ
れることを要求する通知１５５０を基地局１５０６に送信することが可能である。クライ
アント１５０２が、オプションとして、サービスエンハンサ１５０４に通信をオフロード
することを要求し、クライアント１５０２のためのデータがサービスエンハンサ１５０４
に送信されることを要求する通知１５５２を基地局１５０６に送信することが可能である
。次に、基地局１５０６が、サービスエンハンサ１５０４にデータ１５５４（クライアン
ト１５０２のための）を、可能である。次に、サービスエンハンサ１５０４が、クライア
ント１５０２にデータ１５５４を（データ１５５６として）送信する。サービスエンハン
サ１５０４は、クライアント１５０２に送信するためにデータ１５５４を変形する（例え
ば、再符号化する）ことが可能である。
【０１６１】
　クライアント１５０２が、基地局１５０６にサブスクライブされる。基地局１５０６が
、サービスエンハンサ１５０４を発見する際、およびサービスエンハンサ１５０４にユー
ザプレーンをオフロードする際にクライアント１５０２を支援する。クライアント１５０
２の制御プレーンおよびユーザプレーンは、サービスエンハンサ１５０６から来る。
【０１６２】
　次に図１６を参照すると、本発明の実施形態によるコンピュータシステムプラットフォ
ームのブロック図が示される。図１６を参照して、図１～図１５において説明されるもの
のような、前述した実施形態を実施するための例示的なシステムモジュール。システムは
、コンピューティングシステム環境１６００などの汎用コンピューティングシステム環境
を含む。コンピューティングシステム環境１６００は、サーバ、デスクトップコンピュー
タ、ラップトップ、タブレット、モバイルデバイス、およびスマートフォンなどを含むこ
とが可能である。コンピューティングシステム環境１６００は、通常、少なくとも１つの
処理ユニット１６０２と、コンピュータ可読記憶媒体１６０４とを含む。コンピューティ
ングシステム環境の厳密な構成およびタイプに依存して、コンピュータ可読記憶媒体１６
０４は、揮発性（ＲＡＭなどの）、不揮発性（ＲＯＭ、フラッシュメモリなどの）、また
はその２つの何らかの組合せである。コンピュータ可読記憶媒体１６０４の部分は、実行
されると、本明細書で説明されるとおり、サービスエンハンサデバイスを使用してネット
ワークカバレッジを強化する方法を実行することが可能である。
【０１６３】
　さらに様々な実施形態において、コンピューティングシステム環境１６００は、他のフ
ィーチャ／機能を有することも可能である。例えば、コンピューティングシステム環境１
６００は、磁気ディスクもしくは磁気テープ、または光ディスクもしくは光テープを含む
が、以上には限定されないさらなるストレージ（リムーバブルおよび／または非リムーバ
ブルの）を含むことも可能である。そのようなさらなるストレージが、リムーバブルスト
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レージ１６０８および非リムーバブルストレージ１６１０によって示される。コンピュー
タ記憶媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、または他の
データなどの情報を記憶するために任意の方法または技術で実施された不揮発性媒体およ
び揮発性媒体、リムーバブル媒体および非リムーバブル媒体を含む。コンピュータ可読媒
体１６０４、リムーバブルストレージ１６０８、および非リムーバブルストレージ１６１
０はすべて、コンピュータ記憶媒体の例である。コンピュータ記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリもしくは他のメモリ技術、拡張可能メモリ（例えば
、ＵＳＢスティック、コンパクトフラッシュカード、ＳＤカード）、ＣＤ－ＲＯＭ、デジ
タルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）もしくは他の光ストレージ、磁気カセット、磁気テ
ープ、磁気ディスクストレージ、もしくは他の磁気ストレージデバイス、または所望され
る情報を記憶するのに使用されることが可能であり、コンピューティングシステム環境１
６００によってアクセスされることが可能である、他の任意の媒体を含むが、以上には限
定されない。任意のそのようなコンピュータ記憶媒体が、コンピューティングシステム環
境１６００の一部である。
【０１６４】
　コンピューティングシステム環境１６００は、それが他のデバイスと通信することを可
能にする通信接続１６１２も包含することが可能である。通信接続１６１２は、通信媒体
の例である。通信媒体は、通常、搬送波または他のトランスポート機構などの変調された
データ信号内にコンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、または他の
データを具現化し、任意の情報配信媒体を含む。「変調されたデータ信号」という用語は
、信号内に情報を符号化するようにその特徴のうちの１または複数が設定されている、ま
たは変更されている信号を意味する。例として、限定としてではなく、通信媒体は、有線
ネットワークもしくは直接有線接続などの有線媒体、および音響媒体、無線周波数（ＲＦ
）媒体、赤外線媒体、または他のワイヤレス媒体などのワイヤレス媒体を含む。本明細書
で使用されるコンピュータ可読媒体という用語は、記憶媒体と通信媒体をともに含む。
【０１６５】
　通信接続１６１２は、コンピューティングシステム環境１６００が、ファイバチャネル
、スモールコンピュータシステムインターフェース（ＳＣＳＩ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）、イーサネット（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｉｎｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａ
ｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（ＩｒＤＡ）、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイヤレ
スローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、インターネットなどのワイドエリアネット
ワーク（ＷＡＮ）、シリアルバス、およびユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）を含むが
、以上には限定されない様々なネットワークタイプを介して通信することを可能にするこ
とが可能である。通信接続１６１２が接続する様々なネットワークタイプが、伝送制御プ
ロトコル（ＴＣＰ）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）、インターネットプロト
コル（ＩＰ）、リアルタイムトランスポートプロトコル（ＲＴＰ）、リアルタイムトラン
スポート制御プロトコル（ＲＴＣＰ）、ファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）、およびハイ
パーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）などを含む複数のネットワークプロトコルを実
行することが可能であるものと理解される。
【０１６６】
　さらなる実施形態において、コンピューティングシステム環境１６００は、キーボード
、マウス、端末または端末エミュレータ（直接に接続された、またはｔｅｌｎｅｔ、ＳＳ
Ｈ、ＨＴＴＰ、ＳＳＬなどを介して遠隔でアクセス可能な）、ペン、音声入力デバイス、
タッチ入力デバイス、リモコンなどの入力デバイス１６１４を有することも可能である。
ディスプレイ、端末または端末エミュレータ（直接に接続された、またはｔｅｌｎｅｔ、
ＳＳＨ、ＨＴＴＰ、ＳＳＬなどを介して遠隔でアクセス可能な）、スピーカ、ＬＥＤなど
の出力デバイス２０１６が含められることも可能である。
【０１６７】
　コンピュータ可読記憶媒体１６０４は、サービスエンハンサモジュール１６２０と、ネ
ットワークモジュール１６５０とを含む。サービスエンハンサモジュール１６２０は、本
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明細書で説明されるとおり、１または複数のデバイスに対するネットワークサービスを強
化するために構成される。ネットワークモジュール１６５０は、本明細書で説明されると
おり、デバイスをサービスエンハンサとしてセットアップし、構成するようにサービスエ
ンハンサモジュール１６２０と連携して動作するために構成される。サービスエンハンサ
モジュール１６２０は、ダウンロードされて、デバイスにインストールされることが可能
である。サービスエンハンサモジュール１６２０は、サービスエンハンサとして機能する
デバイス上で実行することが可能である。ネットワークモジュール１６５０は、基地局ま
たは他のネットワーク構成要素上で実行することが可能である。
【０１６８】
　サービスエンハンサモジュール１６２０は、登録モジュール１６２２と、クライアント
セット決定モジュール１６２４と、構成モジュール１６２６と、リンク確立モジュール１
６２８と、通信モジュール１６３０と、自主提供モジュール１６３２と、試験モジュール
１６３４と、利用可能性モジュール１６３６と、受入れモジュール１６３６とを含む。登
録モジュール１６２２は、本明細書で説明されるサービスエンハンサデバイスの登録を促
進するように構成される。クライアントセット決定モジュール１６２４は、本明細書で説
明されるとおり、サービスエンハンサデバイスに関するクライアントセットを決定するた
めに構成される。クライアントセット決定モジュール１６２４は、本明細書で説明される
とおり、隣接するデバイスを決定し、ビーコンメッセージを送信することが可能である。
構成モジュール１６２６は、本明細書で説明されるとおり、サービスエンハンサを構成す
るために構成される（例えば、ネットワークから受信された構成に基づいて）。
【０１６９】
　リンク確立モジュール１６２８は、本明細書で説明されるとおり、クライアントリンク
とネットワークリンクとサービスエンハンサリンクを確立するために構成される。構成モ
ジュール１６３０は、本明細書で説明されるとおり、ネットワーク（例えば、基地局）お
よび１または複数のクライアントデバイス（例えば、ユーザ機器、コンピューティングデ
バイスなど）にデータを送信するため、およびネットワーク（例えば、基地局）および１
または複数のクライアントデバイス（例えば、ユーザ機器、コンピューティングデバイス
など）からデータを送信するために構成される。自主提供モジュール１６３２は、本明細
書で説明されるとおり、サービスエンハンサとして機能するデバイスに関する自主提供設
定の構成を可能にするため、および自主提供設定をネットワークと通信するために構成さ
れる。試験モジュール１６３４は、本明細書で説明されるとおり、ネットワークから受信
された試験データに基づいて試験を実行するように構成される。利用可能性モジュール１
６３６は、本明細書で説明されるとおり、サービスエンハンサとして機能するデバイスの
利用可能性を通信するために構成される。受入れモジュール１６３６は、本明細書で説明
されるとおり、サービスエンハンサとして機能するデバイスの割当てを受け入れて、実施
するために構成される。
【０１７０】
　ネットワークモジュール１６５０は、登録モジュール１６５２と、必要性決定モジュー
ル１６５４と、構成決定モジュール１６５６と、ストレージモジュール１６５８と、通信
モジュール１６６０と、制御モジュール１６６２と、割当てモジュール１６５４と、試験
モジュール１６５６とを含む。登録モジュール１６５２は、本明細書で説明されるとおり
、ネットワーク内のサービスエンハンサの登録を円滑にするように構成される。必要性決
定モジュール１６５４は、本明細書で説明されるとおり、ネットワークにおけるサービス
エンハンサの必要性を決定するために構成される。構成決定モジュール１６５６は、本明
細書で説明されるとおり、サービスエンハンサに関する構成を決定するように構成される
。ストレージモジュール１６５６は、本明細書で説明されるとおり、サービスエンハンサ
クライアント情報、試験データ、サービスエンハンサとして機能することができるデバイ
ス、構成データなどを記憶するために構成される。通信モジュール１６６０は、本明細書
で説明されるとおり、ネットワーク構成要素が、サービスエンハンサ、サービスエンハン
サとして機能するデバイス、およびクライアントデバイスと通信することを可能にするよ
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うに構成される。制御モジュール１６６２は、本明細書で説明されるとおり、サービスエ
ンハンサのクライアントのための制御プレーン情報を生成するために構成される。割当て
モジュール１６５４は、本明細書で説明されるとおり、デバイスにサービス強化機能を割
り当てるように構成される。試験モジュール１６５６は、本明細書で説明されるとおり、
デバイスがサービスエンハンサとして機能することを許されるかどうかを決定するのに使
用される試験応答データを送信し、処理するように構成される。
【０１７１】
　次に図１７を参照すると、いくつかの実施形態による別のコンピュータシステムのブロ
ック図が示される。図１７は、本発明の実施形態を実施するのに適したコンピュータシス
テム１７００のブロック図を示す。コンピュータシステム１７００は、中央プロセッサ１
７１４、システムメモリ１７１６（通常、ＲＡＭであるが、ＲＯＭ、フラッシュＲＡＭな
どを含むことも可能である）、入出力コントローラ１７１８、オーディオ出力インターフ
ェース１７２２を介したスピーカシステム１７２０などの外部オーディオデバイス、ディ
スプレイアダプタ１７２６を介したディスプレイ画面１７２４などの外部デバイス、シリ
アルポート１７２８および１７３０、キーボード１７３２（キーボードコントローラ１７
３３とインターフェースされた）、ストレージインターフェース１７３４、フロッピーデ
ィスク１７３８を受けるように動作するフロッピーディスクドライブ１７３６、ファイバ
チャネルネットワーク１７６０と接続するように動作するホストバスアダプタ（ＨＢＡ）
インターフェースカード１７３５Ａ、スモールコンピュータシステムインターフェース（
ＳＣＳＩ）バス１７３７に接続するように動作するホストバスアダプタ（ＨＢＡ）インタ
ーフェースカード１７３５Ｂ、および光ディスク１７４２を受けるように動作する光ディ
スクドライブ１７４０などのコンピュータシステム１７００の主要なサブシステムを接続
するバス１７１２を含む。やはり含まれるのが、マウス１７２７（またはシリアルポート
１７２８を介してバス１７１２に結合された他のポイントアンドクリックデバイス）、モ
デム１７４６（シリアルポート１７３０を介してバス１７１２に結合された）、およびネ
ットワークインターフェース１７４８（バス１７１２に直接に結合された）である。
【０１７２】
　ネットワークインターフェース１７４８は、１または複数のイーサネットポート、ワイ
ヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）インターフェースなどを含むことが可能
であるが、それには限定されないものと理解されたい。システムメモリ１７１６は、本明
細書で説明されるとおり、ネットワークと１または複数のデバイスの間で通信を送信する
ため、受信するため、および変換するために構成されて、その結果、その１または複数デ
バイスに対するサービスを強化するサービスエンハンサモジュール１７５０を含む。
【０１７３】
　いくつかの実施形態によれば、通信モジュール１７５０は、様々なタスクを実行するた
めの他のモジュール（例えば、図１６のモジュール）を含むことが可能である。サービス
エンハンサモジュール１７５０は、システムの任意の場所に配置され、システムメモリ１
７１６に限定されないものと理解されたい。このため、システムメモリ１７１６内に存在
することは、単に例であり、実施形態の範囲を限定することは意図されていない。例えば
、サービスエンハンサモジュール１７５０の部分が、中央プロセッサ１７１４内、および
／またはネットワークインターフェース１７４８内に配置されるが、そこに限定されない
。
【０１７４】
　バス１７１２は、中央プロセッサ１７１４と、前述されたとおり、読取り専用メモリ（
ＲＯＭ）もしくはフラッシュメモリ（いずれも図示せず）およびランダムアクセスメモリ
（ＲＡＭ）（図示せず）を含むことが可能なシステムメモリ１７１６の間のデータ通信を
可能にする。ＲＡＭは、一般に、オペレーティングシステムおよびアプリケーションプロ
グラムがロードされるメインメモリである。ＲＯＭもしくはフラッシュメモリは、コード
の中でもとりわけ、周辺構成要素との対話などの基本的なハードウェア動作を制御する基
本入出力システム（ＢＩＯＳ）を包含することが可能である。コンピュータシステム１７
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００と一緒に存在するアプリケーションは、一般に、ハードディスクドライブ（例えば、
固定ディスク１７４４）、光ドライブ（例えば、光ドライブ１７４０）、フロッピーディ
スクユニット１７３６、または他の記憶媒体などのコンピュータ可読媒体上に記憶され、
かつそのようなコンピュータ可読媒体を介してアクセスされる。さらに、アプリケーショ
ンは、ネットワークモデム１７４６またはネットワークインターフェース１７４８を介し
てアクセスされる際、アプリケーションおよびデータ通信技術により変調された電子信号
の形態であることが可能である。
【０１７５】
　ストレージインターフェース１７３４は、コンピュータシステム１７００のその他のス
トレージインターフェースの場合と同様に、固定ディスクドライブ１７４４などの、情報
を記憶するため、かつ／または取り出すための標準のコンピュータ可読媒体に接続するこ
とが可能である。固定ディスクドライブ１７４４は、コンピュータシステム１７００の一
部分であり、または別個であり、他のインターフェースシステムを介してアクセスされる
。ネットワークインターフェース１７４８は、ネットワーク化されたデバイスに複数の接
続を提供することが可能である。さらに、モデム１７４６が、電話リンクを介して遠隔サ
ーバに対する、またはインターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）を介してインターネ
ットに対する直接の接続を提供することが可能である。ネットワークインターフェース１
７４８は、任意の数の他のネットワーク接続されたデバイスから成ることが可能なデータ
ネットワークに対する１または複数の接続を提供する。ネットワークインターフェース１
７４８は、デジタルセルラ電話接続、セルラデジタルパケットデータ（ＣＤＰＤ）接続、
デジタル衛星データ接続などを含むワイヤレス技術を使用してそのような接続を提供する
ことが可能である。
【０１７６】
　他の多くのデバイスまたはサブシステム（図示せず）が同様に接続される（例えば、文
書スキャナ、デジタルカメラなど）。逆に、図１７に示されるデバイスのすべてが本開示
を実施するのに存在することが必要なわけではない。デバイスおよびサブシステムは、図
１７に示されるのとは異なる様態で互いに接続されることが可能である。本開示を実施す
るコードが、システムメモリ１７１６、固定ディスク１７４４、光ディスク１７４２、ま
たはフロッピーディスク１７３８のうちの１または複数などのコンピュータ可読記憶媒体
の中に記憶されることが可能である。コンピュータシステム１７００上で提供されるオペ
レーティングシステムは、ＭＳ－ＤＯＳ（登録商標）、ＭＳ－ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標
）、ＯＳ／２（登録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）または他の
任意のオペレーティングシステムである。
【０１７７】
　さらに、本明細書で説明される信号に関して、当業者は、信号が、第１のブロックから
第２のブロックに直接に送信されることが可能であること、または信号が、ブロック間で
変形される（例えば、増幅される、減衰される、遅延される、ラッチされる、バッファリ
ングされる、反転される、濾波される、またはそれ以外で変形される）ことが可能である
ことを認識する。前述された実施形態の信号は、１つのブロックから次に送信されるもの
と特徴付けられるものの、本開示の他の実施形態は、ブロック間で信号の情報態様および
／または機能態様が送信される限り、そのような直接に送信される信号の代わりに、変形
された信号を含むことが可能である。いくらかの程度、第２のブロックにおいて入力され
る信号は、関与させられる回路の物理的限界（例えば、いくらかの減衰および遅延が不可
避に存在する）のために第１のブロックから出力される信号から導き出される第２の信号
として概念化されることが可能である。したがって、本明細書で使用される、第１の信号
から導き出される第２の信号は、回路限界によるのであれ、第１の信号の情報態様および
／または最終的な機能態様を変更しない他の回路要素を通過することによるのであれ、第
１の信号、または第１の信号の任意の変形を含む。
【０１７８】
　以上の明細書において、実施形態は、実施間で異なる可能性がある多数の特定の詳細を
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者によって意図されるかの唯一の、排他的な指標は、本出願から生じる特許請求の範囲の
、任意の後の補正を含め、そのような特許請求の範囲が生じる特定の形態における、セッ
トである。このため、特許請求の範囲において明確に記載されないいずれの限界、要素、
特性、フィーチャ、利点、または属性も、そのような特許請求の範囲をいずれの様態でも
限定すべきではない。したがって、本明細書および図面は、限定的な意味ではなく、例示
的な意味で考慮されるべきである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月13日(2016.7.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　ブロック６０６において、確認が受信される。ネットワークは、サービスエンハンサが
サービスエンハンサとしてネットワークにおいて機能することを確認する確認通知をサー
ビスエンハンサに送信する。例えば、ネットワークは、サービスエンハンサを、セルラ電
話として機能するものとしてではなく、１または複数のセル電話にサービスを提供するデ
バイスとして確認することが可能である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５３】
　図１４は、様々な実施形態による、ネットワーク支援されたサービスエンハンサ発見プ
ロセスおよびオフロードプロセスに関連付けられた例示的な通信を示す。例示的な通信図
１４００が、クライアント１４０２（例えば、コンピューティングデバイス１１６、コン
ピューティングデバイス１１８など）と、サービスエンハンサ１４０４（例えば、サービ
スエンハンサ１０４）と、基地局１４０６（例えば、基地局１０２）とを含む。図１４は
、ネットワーク支援された発見およびサービスエンハンサ１４０４へのユーザプレーンオ
フロード中のクライアント１４０２とサービスエンハンサ１４０４と基地局１４０６の間
の例示的な通信を示す。クライアント１４０２は、基地局１４０６に関連付けられたネッ
トワークを介して限られた信号強度および通信強度を有するワイヤレス接続を有するデバ
イス（例えば、スマートフォン、セル電話、ラップトップ、タブレットなど）である。サ
ービスエンハンサ１４０４は、本明細書で説明されるとおり、サービスエンハンサとして
機能するように自主提供されている、または割り当てられている、サービスを拡大するた
めに構成された特化されたデバイスまたはユーザの機器である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６０】
　次に、クライアント１５０２が、クライアント１５０２のためのデータがサービスエン
ハンサ１５０４から送信されることを要求する要求１５４０を送信することが可能である
。次に、サービスエンハンサ１５０４が、要求１５４０の受入れの指示を含む応答１５４
２を送信することが可能である。次に、サービスエンハンサ１５０４が、オプションとし
て、クライアント１５０２との通信をサービスエンハンサ１５０４にオフロードすること
を要求し、クライアント１５０２のためのデータがサービスエンハンサ１５０４に送信さ
れることを要求する通知１５５０を基地局１５０６に送信することが可能である。クライ
アント１５０２が、オプションとして、サービスエンハンサ１５０４に通信をオフロード
することを要求し、クライアント１５０２のためのデータがサービスエンハンサ１５０４
に送信されることを要求する通知１５５２を基地局１５０６に送信することが可能である
。次に、基地局１５０６が、サービスエンハンサ１５０４にデータ１５５４（クライアン
ト１５０２のための）を、送信することが可能である。次に、サービスエンハンサ１５０
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４が、クライアント１５０２にデータ１５５４を（データ１５５６として）送信する。サ
ービスエンハンサ１５０４は、クライアント１５０２に送信するためにデータ１５５４を
変形する（例えば、再符号化する）ことが可能である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６２】
　次に図１６を参照すると、本発明の実施形態によるコンピュータシステムプラットフォ
ームのブロック図が示される。図１６を参照して、図１～図１５において説明されるもの
のような、前述した実施形態を実施するための例示的なシステムモジュールが示される。
システムは、コンピューティングシステム環境１６００などの汎用コンピューティングシ
ステム環境を含む。コンピューティングシステム環境１６００は、サーバ、デスクトップ
コンピュータ、ラップトップ、タブレット、モバイルデバイス、およびスマートフォンな
どを含むことが可能である。コンピューティングシステム環境１６００は、通常、少なく
とも１つの処理ユニット１６０２と、コンピュータ可読記憶媒体１６０４とを含む。コン
ピューティングシステム環境の厳密な構成およびタイプに依存して、コンピュータ可読記
憶媒体１６０４は、揮発性（ＲＡＭなどの）、不揮発性（ＲＯＭ、フラッシュメモリなど
の）、またはその２つの何らかの組合せである。コンピュータ可読記憶媒体１６０４の部
分は、実行されると、本明細書で説明されるとおり、サービスエンハンサデバイスを使用
してネットワークカバレッジを強化する方法を実行することが可能である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信リンクを介してクライアントデバイスと通信するように動作可能なデバイス
であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと、
　前記プロセッサに結合された論理ユニットと、
　前記プロセッサに結合された送信機および受信機とを備え、
前記受信機は、前記デバイスが前記クライアントデバイスに近接して配置されている場合
、基地局を発信元とする前記クライアントデバイスのためのデータを受信するように構成
され、前記第１の通信リンクの信号強度は、前記クライアントデバイスと前記基地局の間
の第２の通信リンクの信号強度より高く、
前記送信機は、前記基地局によって生成された制御信号を前記クライアントデバイスに送
信するように構成され、さらに前記送信機および前記受信機は、前記クライアントデバイ
スおよび前記基地局との間でデータを送受信することによって前記クライアントに対する
ワイヤレスサービス接続を拡張するようにさらに構成されることを特徴とするデバイス。
【請求項２】
　前記論理ユニットは、前記クライアントデバイスと別のデバイスの間で、前記クライア
ントデバイスと前記別のデバイスの間で前記基地局との通信を提供するように選択するた
めに構成され、前記デバイスと前記クライアントデバイスはともにモバイルデバイスであ
ることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記論理ユニットは、前記クライアントデバイスと前記基地局の間の通信を提供する前
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記送信機および前記受信機を自主提供するように構成されることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記論理ユニットは、前記クライアントデバイスと前記基地局の間の通信を提供する前
記送信機および前記受信機を割り当てるためのネットワーク割当てを受け入れるように構
成されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記プロセッサに結合されたモバイル電話ユニットをさらに備えることを特徴とする請
求項１乃至４のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記基地局によって生成される制御信号は、前記基地局から前記クライアントデバイス
に直接に送信されることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記論理ユニットは、前記受信機および前記送信機に、前記クライアントデバイスに近
接していることに基づいて、前記クライアントデバイスに対するワイヤレスサービスを提
供させるように動作可能であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の
デバイス。
【請求項８】
　ネットワークサービスを強化するための方法であって、
　第１の伝送スキームを使用して通信デバイスにおいて基地局からクライアントデバイス
のためのデータを受信するステップであって、前記クライアントデバイスは、前記基地局
にサブスクライブされており、かつ前記通信デバイスは、アイドルであると決定されたワ
イヤレス電子デバイスであるステップと、
　第２の伝送スキームを使用して前記クライアントに送信するための前記データを処理す
るステップと、
　前記第２の伝送スキームに基づいて前記クライアントに前記データを送信するステップ
であって、前記クライアントデバイスは、前記通信デバイスに対して近接して配置されて
おり、前記通信デバイスは、前記クライアントデバイスに前記基地局からのユーザプレー
ン情報だけを通信するように構成され、前記通信デバイスは、前記基地局によって提供さ
れるそれを介して前記クライアントデバイスに強化されたワイヤレスカバレッジを提供す
るように構成されるステップとを備えることを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記クライアントデバイスと前記通信デバイスの間の通信リンクの信号強度は、前記ク
ライアントデバイスと前記基地局の間の通信リンクの信号強度より高いことを特徴とする
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記通信デバイスは、ユーザ展開され、前記クライアントデバイスは、モバイルデバイ
スであることを特徴とする請求項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記通信デバイスは、事業者展開されることを特徴とする請求項８乃至１０のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記通信デバイスは、前記クライアントデバイスに対するワイヤレスサービスを拡張す
るように構成されることを特徴とする請求項８乃至１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記通信デバイスは、前記クライアントデバイスに対するデータスループットを増加さ
せるように構成されることを特徴とする請求項８乃至１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記通信デバイスは、限られたワイヤレスカバレッジを有する区域にワイヤレスサービ
スを拡張するように構成されることを特徴とする請求項８乃至１３のいずれか１項に記載
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の方法。
【請求項１５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合され、通信ネットワークの構成要素、および複数の端末デバイス
と通信するために動作可能である送信機および受信機と、
　前記プロセッサに結合され、実行されると、モバイルデバイスに、
　前記複数の端末デバイスのうちの端末デバイスのサブセットを識別するステップであっ
て、前記サブセットの中の前記端末デバイスは、デバイスに近接して配置されており、前
記送信機および前記受信機は、前記通信ネットワーク内で、端末デバイスの前記サブセッ
トより高いレートでデータを送受信するステップと、
　前記モバイルデバイスと、端末デバイスの前記サブセットとを備える協力的グループを
形成するステップと、
　前記通信ネットワークと前記協力的グループの間で通信リンクを確立するステップとを
備える方法を実行させる命令を記憶しているメモリとを備えることを特徴とするモバイル
デバイス。
【請求項１６】
　前記通信ネットワーク内で弱いネットワーク信号強度を検出したことに応答して前記通
信ネットワークと前記協力的グループの間で前記通信リンクを確立するステップをさらに
備えることを特徴とする請求項１５に記載のモバイルデバイス。
【請求項１７】
　前記ネットワークと前記協力的グループの間で前記通信リンクを前記確立するステップ
は、端末デバイスの前記サブセットを管理する前記モバイルデバイスの割当てに応答する
ことを特徴とする請求項１６に記載のモバイルデバイス。
【請求項１８】
　前記ネットワークと前記協力的グループの間で前記通信リンクを前記確立するステップ
は、端末デバイスの前記サブセットを管理する前記モバイルデバイスを自主提供するステ
ップを備えることを特徴とする請求項１６に記載のモバイルデバイス。
【請求項１９】
　端末デバイスの前記サブセットは、前記モバイルデバイスによって代行される協力的ユ
ーザ機器グループであることを特徴とする請求項１５に記載のモバイルデバイス。
【請求項２０】
　前記通信ネットワークは、前記協力的グループに送信される制御信号を生成することを
特徴とする請求項１５に記載のモバイルデバイス。
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